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は
じ
め
に

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
後
、「
合
衆
国
」
と
す
る
）
に
お
け
る
ア

メ
リ
カ
先
住
民
社
会
を
と
り
ま
く
環
境
は
過
去
半
世
紀
で
大
き
く
変

化
し
た
（
１
）

。一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
復
権
運
動（
い

わ
ゆ
る
「
レ
ッ
ド
・
パ
ワ
ー
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
」）
以
後
、
ア
メ
リ

カ
先
住
民
は
、
自
ら
が
直
面
す
る
社
会
的
、
政
治
的
「
不
正
義
」
に

主
体
性
と
戦
略
性
を
持
っ
て
立
ち
向
か
っ
て
き
た
。
そ
の
間
、
連
邦

政
府
の
歴
史
的
責
任（
連
邦
政
府
の
後
見
的
態
度〈guardianship

〉

の
問
題
）、
博
物
館
に
お
け
る
非
人
道
的
展
示
、
メ
デ
ィ
ア
や
学
問

に
お
け
る
先
住
民
描
写
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
、
保
留
地
に
お
け
る

核
開
発
を
巡
る
環
境
レ
イ
シ
ズ
ム
、
保
留
地
で
顕
在
化
し
た
部
族
主

権
に
対
す
る
州
政
府
の
干
渉
な
ど
、
二
〇
世
紀
に
先
住
民
が
直
面
し

て
き
た
「
不
正
義
」
が
、先
住
民
自
身
に
よ
っ
て
次
々
と
訴
え
ら
れ
、

国
家
、
地
域
、
そ
し
て
多
様
な
先
住
民
社
会
を
巻
き
込
ん
だ
議
論
を

展
開
さ
せ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
議
論
や
実
際
の
運
動
は
、
先
住
民
の
側
か
ら
は
、
個

人
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
（
特
に
都
市
部
に
居
住
す
る
先
住
民
）、
部

族
、
さ
ら
に
は
汎
部
族
的
組
織
（
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

全
国
会
議
〈N

ational C
ouncil of A

m
erican Indian

〉
な
ど
）

　
論
文

　
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
再
組
織
法
再
考
　
―
部
族
主
義
の
起
源
と
し
て
―

野
　
口
　
久
美
子

キ
ー
ワ
ー
ド

　
ア
メ
リ
カ
先
住
民
　
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
再
組
織
法
　
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
　
ジ
ョ
ン
・
コ
リ
ア
　
先
住
民
の
自
治
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を
単
位
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
運
動
の
目
指
す
と

こ
ろ
は
、先
住
民
の
部
族
主
権
の
「
奪
還
」、あ
る
い
は
そ
の
「
拡
大
」

に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
不
正
義
」
を
正
す
た
め
の
個
々
0

0

の
先
0

0

住
民
0

0

の
直
接
行
動
は
、
自
分
た
ち
の
帰
属
す
る
部
族
0

0

が
、
そ
の
「
国

家
内
国
家
」
と
し
て
当
然
獲
得
す
べ
き
諸
権
利
を
回
復
し
、
そ
れ
に

基
づ
い
た
経
済
、
政
治
的
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
き
た
と

言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
先
住
民
で
あ
る
こ
と
が
、「
部
族
成
員
で
あ

る
こ
と
」、
あ
る
い
は
「
部
族
と
の
関
連
性
を
持
つ
こ
と
」
と
深
く

結
び
着
く
今
日
の
先
住
民
社
会
に
お
い
て
は
必
然
的
結
果
で
あ
る
。

　
先
住
民
運
動
で
唱
え
ら
れ
た
部
族
主
権
は
、
先
住
民
の
生
得
権
と

さ
れ
る
一
方
、
そ
の
内
実
は
建
国
期
以
来
の
合
衆
国
に
よ
る
先
住
民

政
策
、
あ
る
い
は
先
住
民
と
合
衆
国
関
係
の
中
で
構
築
さ
れ
て
き

た
。
そ
も
そ
も
、
建
国
期
か
ら
一
八
七
七
年
に
か
け
て
合
衆
国
は
部

族
と
条
約
を
締
結
し
、
少
な
く
と
も
外
交
上
は
部
族
を
「
国
家
」
と

し
て
そ
の
主
権
を
尊
重
し
て
き
た
。
一
八
三
一
年
に
お
け
る
最
高
裁

判
決
で
は
、
部
族
を
「
国
内
の
従
属
国
（dom

estic dependent 
nation

）」
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
（
２
）
。
後
に
先

住
民
と
の
条
規
締
結
政
策
が
終
了
し
、
同
化
政
策
期
に
移
行
す
る

と
、
部
族
の
こ
う
し
た
法
的
地
位
は
有
名
無
実
化
さ
れ
た
。
し
か

し
、
二
〇
世
紀
以
降
、
部
族
主
権
は
、
部
族
、
連
邦
、
州
の
管
轄
権

の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
、
再
び
二
つ
の
連
邦
法
、
つ
ま
り
、
部
族
の

承
認
制
度
を
確
立
し
た
一
九
三
四
年
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
再
組
織
法

（Indian Reorganization Act 

以
後
、「
再
組
織
法
」
と
す
る
）

と
一
九
七
五
年
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
自
決
及
び
教
育
援
助
法
」
を
通

し
て
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
、
部
族
主
権
を
構
築
し

て
き
た
先
住
民
と
合
衆
国
と
の
関
係
を
「
部
族
主
義
」（
以
下
「
」
を

は
ず
す
）
と
定
義
す
る
。
部
族
主
義
は
建
国
以
来
の
両
者
の
共
存
を

可
能
と
し
て
き
た
戦
略
的
構
造
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〈
部
族
主
義
と
個
人
主
義
〉

　
部
族
を
復
権
の
主
体
と
す
る
部
族
主
義
と
、
建
国
以
来
、
合
衆
国

史
に
底
流
す
る
「
個
人
主
義
」、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
基
盤
と
な
る
同

化
政
策
と
の
整
合
性
は
い
か
に
し
て
つ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
、
部
族
主
権
の
奪
還
を
目
指
す
先
住
民
運
動
は
、
ア
メ

リ
カ
先
住
民
と
し
て
の
民
族
運
動
や
、
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
以
降

の
南
米
、
オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
フ
リ
カ
を
含
む
地
域
で
展
開
さ
れ
た
グ

ロ
ー
バ
ル
な
先
住
民
復
権
運
動
の
中
で
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
以
下
の
三
つ
の
具
体
的
設
問
を
生
み
出
す
。

㊀
部
族
主
義
は
合
衆
国
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
形
成
さ

れ
て
き
た
の
か
。
㊁
連
邦
先
住
民
政
策
上
に
お
け
る
個
人
主
義
と
部

族
主
義
の
接
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
㊂
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
グ

ロ
ー
バ
ル
化
す
る
先
住
民
運
動
と
部
族
主
義
と
は
ど
の
よ
う
に
協
調

し
、
ま
た
は
齟
齬
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
の
か
。



－  57  －

史
苑
（
第
七
六
巻
第
一
号
）

〈
本
稿
の
視
点
〉

　
こ
う
し
た
三
つ
の
大
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
筆
者
の
研

究
の
中
で
も
、
本
稿
で
は
特
に
㊀
の
部
族
主
義
の
形
成
過
程
に
つ
い

て
焦
点
を
当
て
た
い
。
具
体
的
に
は
、
現
代
の
部
族
主
義
が
依
拠
す

る
形
式
的
枠
組
み
を
準
備
し
た
一
九
三
四
年
の
再
組
織
法
の
設
立
過

程
を
整
理
し
、
歴
史
的
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
以
後
、

同
法
が
今
日
に
至
る
部
族
主
義
の
形
成
過
程
に
与
え
た
意
義
を
検
証

す
る
。
以
下
、
第
一
章
で
は
先
住
民
の
自
治
、
教
育
、
経
済
問
題
を

扱
う
複
雑
な
一
括
法
で
あ
る
再
組
織
法
の
内
容
、
そ
し
て
過
去
半
世

紀
に
わ
た
る
研
究
史
を
整
理
す
る
。
ま
た
第
二
章
で
は
再
組
織
法
の

設
立
過
程
か
ら
部
族
主
義
が
生
み
出
さ
れ
る
歴
史
的
背
景
を
、
思
想

史
と
政
策
史
的
文
脈
を
踏
ま
え
て
述
べ
、
さ
ら
に
第
三
章
で
は
三
つ

の
視
点
か
ら
、
再
組
織
法
を
今
日
の
先
住
民
・
連
邦
関
係
史
に
位
置

づ
け
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
再
組
織
法
が
現
代
の
部
族
の
復
権
運
動

に
果
た
し
た
役
割
と
、
残
し
た
課
題
を
考
察
す
る
。

第
一
章
　
　
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
再
組
織
法

第
一
節
　
概
要
（
抜
粋
訳
は
文
末
を
参
照
）

　
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
（Franklin D

. 
Roosevelt

）
政
権
下
で
は
、
連
邦
議
会
第
七
三
回
第
二
期
の
会
期

中
で
あ
る
一
九
三
四
年
六
月
一
八
日
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
と

資
源
を
保
存
し
、
開
発
す
る
こ
と
、
及
び
事
業
や
そ
の
他
の
組
織
体

を
形
成
す
る
権
利
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
も
与
え
る
こ
と
、
及
び
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
の
た
め
に
信
用
貸
制
度
を
設
置
す
る
こ
と
、
及
び
地
方
自

治
に
関
す
る
一
定
の
権
利
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
承
認
す
る
こ
と
」
を

目
的
と
し
た
一
つ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
（
３
）

。
同
法
は
、
連
邦
議
会
へ

の
法
案
提
案
者
で
あ
る
モ
ン
タ
ナ
州
上
院
議
員
バ
ー
ト
ン
・
Ｋ 

・
ウ

ィ
ー
ラ
ー
（Burton K

. W
heeler

）
と
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
下
院
議
員

エ
ド
ガ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
（E

dgar H
ow

ard

）
の
名
に
ち
な
ん
で
、

ウ
ィ
ー
ラ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
法
、
あ
る
い
は
再
組
織
法
と
呼
ば
れ
て
い

る
。

　
一
八
条
か
ら
成
る
同
法
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
法
学
者
で
あ

る
藤
田
尚
則
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
以
下
の
一
四
項

目
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
留
地
の
先
住
民
個
人
に
対
す

る
割
り
当
て
制
度
の
廃
止
（
第
一
条
）、
土
地
の
信
託
期
間
の
延
長

と
、
既
存
の
割
り
当
て
地
の
譲
渡
制
限
の
継
続
（
第
二
条
）、
保
留

地
に
残
存
す
る
余
剰
地
の
部
族
所
有
化
（
第
三
条
）、
土
地
と
部
族

（
部
族
法
人
を
含
む
）
の
共
有
財
産
の
売
却
、
交
換
等
の
禁
止
（
第

四
条
）、
購
入
、
贈
与
、
交
換
等
に
よ
る
土
地
、
水
利
権
、
地
表
権

の
部
族
資
産
へ
の
追
加
（
第
五
条
）、
内
務
長
官
に
よ
る
森
林
地
と

放
牧
地
の
運
営
、
管
理
（
第
六
条
）、
部
族
の
法
人
組
織
化
の
促
進

（
年
間
二
五
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
の
資
金
付
与
）（
第
九
条
）、
部
族
と
部

族
構
成
員
の
経
済
発
展
を
目
的
と
し
た
年
間
一
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
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ド
ル
の
付
与
（
第
一
〇
条
）、
職
業
訓
練
学
校
の
た
め
、
年
間

二
五
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
の
付
与
（
第
一
一
条
）、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
政
策

業
務
へ
の
先
住
民
の
雇
用
促
進
（
第
一
二
条
）、
権
利
請
求
権
と
訴

訟
提
起
の
権
利
の
保
障
（
第
一
五
条
）、
内
務
長
官
に
よ
る
部
族
へ

の
部
族
憲
法
と
条
例
制
定
権
の
付
与
（
第
一
六
条
）、
内
務
長
官
に

よ
る
部
族
法
人
設
立
の
た
め
の
特
許
状
の
発
出
（
第
一
七
条
）、
特

別
選
挙
の
実
施
に
よ
る
本
法
の
裁
決
（
第
一
八
条
）。

第
二
節
　
研
究
史
上
に
お
け
る
再
組
織
法
の
評
価

㈠ 

同
時
代
的
評
価

　
内
務
省
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
付
き
の
政
府
弁
護
士
で
あ
っ
た
セ
オ
ド

ア
・
Ｈ
・
ハ
ス
（Theodore H

. H
ass

）
は
、
再
組
織
法
成
立
後

お
よ
そ
二
〇
年
を
経
た
一
九
五
四
年
に
、
同
法
の
成
果
を
振
り
返

っ
て
、「
再
組
織
法
は
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
る
文
化
的
多
様
性
を

尊
重
し
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
…
民
主
的
に
自
ら
の
運
命
を
決
定
す

る
と
い
う
素
晴
ら
し
い
機
会
を
提
供
し
た
」
と
し
て
、
同
法
下
で

提
示
さ
れ
た
先
住
民
の
自
己
決
定
権
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
ま

た
一
九
三
〇
年
代
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
の
応
用
人
類
学
部
門
の
責

任
者
で
あ
っ
た
人
類
学
者
ス
キ
ュ
ダ
ー
・
ミ
キ
ー
ル
（Scudder 

M
ekeel

）
も
、
再
組
織
法
は
先
住
民
に
対
す
る
「
間
接
支
配
」
を

徹
底
さ
せ
、
先
住
民
の
文
化
保
存
と
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
統
合
を
両

立
さ
せ
た
と
し
て
評
価
す
る
。
同
時
代
に
優
性
を
き
わ
め
た
こ
う
し

た
評
価
に
着
目
し
た
場
合
、
再
組
織
法
の
制
定
者
が
先
住
民
に
よ
る

賛
否
投
票
（
特
別
選
挙
）
を
提
示
し
た
同
法
第
一
八
条
と
、
部
族
議

会
の
設
立
を
扱
っ
た
第
一
六
条
を
そ
の
革
新
的
点
と
し
て
注
目
し
て

き
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
（
４
）
。

㈡  

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
評
価

　
再
組
織
法
制
定
者
の
意
図
を
肯
定
的
に
踏
襲
し
た
同
時
代
的
評
価

は
、
再
組
織
法
の
実
際
の
施
行
過
程
や
そ
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
の

具
体
的
情
報
が
蓄
積
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
大
き
く
修
正
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
同
時
代
的
評
価
を
一
部
継
承
し
、

同
法
が
部
族
政
府
を
設
立
し
、
部
族
主
権
を
強
化
し
た
役
割
を
、
先

住
民
社
会
の
分
裂
を
防
ぎ
、
後
の
先
住
民
運
動
の
思
想
的
地
盤
を
準

備
し
た
と
評
価
す
る
一
方
で
、
同
法
を
む
し
ろ
同
化
政
策
上
に
位
置

づ
け
る
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
（
５
）

。
そ
の
理
由
は
以
下
の
点
に
あ
る
。

ま
ず
、
部
族
政
府
の
設
立
を
促
し
た
同
法
第
一
六
条
が
、
先
住
民
に

「
西
洋
式
」
政
治
形
態
（「
議
会
」「
政
府
」「
憲
法
」「
多
数
決
」
な

ど
）
を
強
要
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
部
族
の
「
伝
統
的
」
な
政
治

形
態
を
無
視
し
、
あ
る
い
は
崩
壊
さ
せ
た
こ
と
。
ま
た
同
じ
く
同
法

第
一
六
条
は
、元
来
「
国
家
」
と
し
て
の
法
的
地
位
を
持
つ
部
族
を
、

連
邦
政
府
（
内
務
省
）
に
従
属
さ
せ
る
結
果
を
招
い
た
と
す
る
見
解

で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
歴
史
家
グ
ラ
ハ
ム
・
Ｄ
・
テ
イ

ラ
ー
（G

raham
  D

. Taylor

）
は
、
再
組
織
法
の
受
け
入
れ
投
票
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や
運
営
過
程
は
先
住
民
の
主
体
性
を
欠
い
て
お
り
、
各
部
族
の
部
族

政
府
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
の
「
傀
儡
政
権
」
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
づ

け
て
い
る
（
６
）

。

　
第
一
六
条
に
対
す
る
批
判
は
ま
た
、法
案
制
定
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・

コ
リ
ア
（John Collier

）
の
政
策
理
念
批
判
に
発
展
し
た
。
特
に

応
用
文
化
人
類
学
に
お
い
て
は
、「
レ
ッ
ド
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
」

を
夢
み
て
先
住
民
の
「
近
代
化
」
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
コ
リ
ア
の

政
策
が
、「
理
想
主
義
的
、非
現
実
的
」
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
。

再
組
織
法
第
一
六
条
を
同
化
政
策
上
に
批
判
的
に
位
置
づ
け
た
こ
う

し
た
研
究
は
コ
リ
ア
の
思
想
的
あ
い
ま
い
さ
を
提
示
し
た
ロ
ー
レ
ン

ス
・
Ｃ
・
ケ
リ
ー
（Law

rence C. K
elley

）
の
研
究
に
お
い
て

も
補
強
さ
れ
た
（
７
）
。

　
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
は
、
同
法
の
成
立
過
程

と
政
策
者
の
理
念
に
再
度
焦
点
を
当
て
る
法
制
定
史
研
究
が
出
さ
れ

た
。
自
身
も
先
住
民
の
法
政
治
学
者
で
あ
る
ヴ
ァ
イ
ン
・
デ
ロ
リ
ア
・

ジ
ュ
ニ
ア ( Vine D

eloria Jr.) 

と
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
Ｍ
・
リ
ト
ル

（Clifford M
. Lytle

）
の
共
同
研
究
や
エ
ル
マ
ー
・
ル
ス
コ
（Elm

er 
Rusco

）
ら
の
研
究
は
、
再
組
織
法
に
至
る
法
案
（
再
組
織
法
案
）

の
修
正
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
制
定
者
の
描
い
た
部

族
主
権
の
形
式
が
、
当
時
の
連
邦
議
会
の
同
化
政
策
偏
重
の
雰
囲
気

や
連
邦
政
府
の
干
渉
を
拒
絶
す
る
先
住
民
の
反
対
意
見
の
中
で
縮
小

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
過
程
を
提
示
し
て
い
る
（
８
）

。

㈢
　
部
族
史
研
究

　
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
先
行
研
究
の
中
で
決
定
的
に
欠
如
し
て
い

た
再
組
織
法
に
対
す
る
先
住
民
の
主
体
的
反
応
に
つ
い
て
の
研
究
が

蓄
積
さ
れ
た
。
中
で
も
、
デ
ロ
リ
ア
は
一
九
三
四
年
初
頭
に
イ
ン
デ

ィ
ア
ン
局
が
主
催
し
た
先
住
民
に
対
す
る
再
組
織
法
案
へ
の
公
聴
会

の
全
議
事
録
を
公
表
し
た
。
再
組
織
法
の
理
念
に
共
感
す
る
先
住
民

の
声
と
と
も
に
、
議
事
録
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
先
住
民
社
会
の

多
様
性
と
、
同
化
主
義
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
部
族
の
法
的
地
位
を

強
調
す
る
条
約
主
義
者
と
し
て
、
先
住
民
が
再
組
織
法
に
向
け
た
痛

烈
な
批
判
で
あ
っ
た
（
９
）
。

　
並
行
し
て
、
近
年
は
再
組
織
法
の
適
用
過
程
を
部
族
ご
と
に
検
討

す
る
部
族
史
の
蓄
積
も
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
思
想
史
、
政

策
史
に
お
け
る
再
組
織
法
の
意
義
を
越
え
て
、
現
代
の
先
住
民
社
会

の
構
築
過
程
に
果
た
し
た
再
組
織
法
の
具
体
的
役
割
と
そ
の
評
価
に

焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
検
証
の
際
、
再
組
織
法
の
意

義
は
、
再
組
織
法
を
受
け
入
れ
た
、
も
し
く
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た

部
族
に
よ
っ
て
大
き
な
開
き
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
設
立
過
程
に
お
い
て
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局

の
傀
儡
」
と
評
さ
れ
て
も
、
同
法
で
設
立
さ
れ
た
個
々
の
部
族
政
府

の
運
営
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
部
族
成
員
の
主
体
性
に
依
拠
し
て

き
た
。
つ
ま
り
、
再
組
織
法
に
投
票
し
た
部
族
、
も
し
く
は
同
法
の

下
で
部
族
政
府
を
設
立
し
た
部
族
の
数
だ
け
、
そ
の
評
価
は
多
様
で
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あ
る
。
少
な
く
と
も
、
個
々
の
部
族
の
歴
史
的
経
験
を
分
析
せ
ず
し

て
、
再
組
織
法
の
真
の
評
価
は
定
ま
ら
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う）
（1
（

。

　
当
然
な
が
ら
、
以
上
の
先
行
研
究
は
、
同
法
が
現
代
の
先
住
民
社

会
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
十
分
に
扱
い
き
れ
て
い
な
い
。
例

え
ば
再
組
織
法
は
、
そ
の
第
一
六
条
で
部
族
憲
法
や
部
族
政
府
を
設

立
し
た
集
団
に
承
認
部
族
と
し
て
の
特
権
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、
以

後
の
連
邦
先
住
民
政
策
は
、承
認
部
族
を
政
策
上
の
基
本
単
位
と
し
、

承
認
部
族
と
そ
の
成
員
の
み
を
対
象
と
し
て
き
た
。
ま
さ
に
再
組
織

法
は
、
現
代
の
連
邦
先
住
民
政
策
に
お
い
て
「
先
住
民
と
は
誰
か
」

を
規
定
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
加
え
て
同
法
は
、
一
九
二
四
年
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
市
民
権
法
の
制

定
ま
で
に
合
衆
国
市
民
と
な
っ
て
い
た
先
住
民
が
、
承
認
部
族
と
い

う
主
権
集
団
に
帰
属
す
る
こ
と
を
推
進
し
た
。
先
住
民
の
二
重
帰
属

体
制
を
作
り
出
し
た
こ
と
は
、
再
組
織
法
が
現
代
の
先
住
民
社
会
に

も
た
ら
し
た
決
定
的
影
響
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
同
法
下
で
規
定
さ
れ
た
承
認
部
族
と
合
衆
国
と
の

関
係
は
、
今
日
の
部
族
主
義
の
根
幹
を
成
し
、
そ
の
社
会
全
体
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
同
時
に
、
再
組
織
法
は
、
以
後
、
承
認
部
族

に
帰
属
す
る
先
住
民
と
そ
う
で
な
い
先
住
民
と
の
経
験
上
に
お
け
る

決
定
的
な
差
異
を
も
作
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
特
に
再
組
織
法
第
一
六
条
を
中
心
に
再
組
織
法
の
制

定
過
程
を
整
理
し
、
最
終
的
に
は
現
代
の
先
住
民
社
会
の
中
で
同
法

第
一
六
条
が
も
た
ら
し
た
重
要
な
影
響
の
一
つ
で
あ
る
部
族
承
認
問

題
を
考
え
る
糸
口
を
提
示
し
た
い
。

第
二
章
　
再
組
織
法
の
制
定
過
程

　
再
組
織
法
第
一
六
条
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
で
制
定
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
ま
ず
思
想
史
と
政
治
史
に
お
け
る
先

行
研
究
を
踏
襲
し
、
ま
た
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
先
住
民
の
実
態

調
査
の
重
要
性
に
言
及
し
な
が
ら
、
再
組
織
法
の
成
立
過
程
に
つ
い

て
整
理
し
た
い
。

第
一
節
　
再
組
織
法
草
案
者
と
し
て
の
ジ
ョ
ン
・
コ
リ
ア

　
ま
ず
コ
リ
ア
の
先
住
民
改
革
理
念
に
基
づ
く
思
想
史
的
背
景
を
み

て
い
こ
う）
（（
（

。
コ
リ
ア
は
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
政
権
下
で
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局

長
に
就
任
し
、
再
組
織
法
案
の
立
案
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
。

こ
こ
で
は
、
コ
リ
ア
の
政
策
理
念
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
活
動
理
念

と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
統
合
理
念
と
い
う
二
つ
の
観
点
に
絞
っ
て
整
理

す
る
。

　
コ
リ
ア
は
一
八
八
四
年
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
に
誕
生
す

る
。
そ
の
人
生
に
最
も
影
響
を
受
け
た
人
物
の
一
人
と
し
て
コ
ロ

ン
ビ
ア
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
レ
ス
タ
ー
・
Ｆ
・
ウ
ォ
ー
ド

（Lester F. W
ard

）
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
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コ
リ
ア
は
世
紀
転
換
期
、
都
市
の
社
会
福
祉
活
動
に
深
く
傾
倒
し
て

い
っ
た）
（1
（

。
ウ
ォ
ー
ド
は
、
貧
困
者
と
大
量
の
移
民
の
流
入
が
も
た
ら

す
多
く
の
社
会
問
題
を
抱
え
る
ア
メ
リ
カ
大
都
市
の
社
会
福
祉
に
、

連
邦
政
府
が
積
極
的
に
介
入
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。
コ
ロ
ン
ビ

ア
大
学
在
学
中
に
従
事
し
た
社
会
福
祉
活
動
の
中
で
ウ
ォ
ー
ド
と
共

有
し
た
コ
リ
ア
の
問
題
意
識
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

運
動
や
労
働
運
動
に
接
し
、
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
た
。
工
業

化
や
個
人
主
義
（
コ
リ
ア
は
「
利
己
主
義
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
）

を
偏
重
す
る
社
会
に
対
し
、「
利
他
的
」
な
相
互
扶
助
社
会
の
構
築

を
目
指
し
た
こ
れ
ら
の
運
動
の
基
本
精
神
は
、
コ
リ
ア
を
都
市
で
の

社
会
改
革
運
動
に
向
か
わ
せ
る
大
き
な
動
機
と
な
っ
た）
（1
（

。
コ
リ
ア

は
、
一
九
〇
七
年
よ
り
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
人
民
研
究
所
（People’s 

Institute

）
に
所
属
し
、
衛
生
、
住
居
（
ス
ラ
ム
）、
教
育
問
題
に

直
面
す
る
都
市
の
貧
困
者
や
移
民
の
救
済
活
動
に
あ
た
る
こ
と
に
な

る
。

　
コ
リ
ア
の
活
動
は
、
世
紀
転
換
期
の
革
新
主
義
の
流
れ
を
汲
み
、

工
業
化
や
個
人
主
義
、
弱
者
淘
汰
に
帰
結
す
る
社
会
進
化
論
に
異
議

を
唱
え
た
二
〇
世
紀
初
頭
の
知
識
人
の
動
き
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
社
会
進
化
論
が
企
業
家
ら
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

一
方
で
、
こ
う
し
た
社
会
福
祉
活
動
は
第
一
次
大
戦
前
夜
ま
で
に

大
き
な
広
が
り
を
見
せ
た
。
そ
の
主
な
舞
台
と
な
っ
た
施
設
教
会

（Institutional Church

））
（1
（

や
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス）
（1
（

で
は
、
同

化
教
育
を
行
い
な
が
ら
も
、
移
民
が
ア
メ
リ
カ
社
会
に
持
ち
込
ん
だ

自
文
化
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
の
相

互
扶
助
を
助
成
し
、
民
族
意
識
と
福
祉
を
連
携
さ
せ
る
試
み
が
行
わ

れ
た
。
コ
リ
ア
は
、
当
時
の
社
会
問
題
を
解
く
術
と
し
て
、
移
民
や

貧
困
者
と
い
っ
た
社
会
的
弱
者
が
、
合
衆
国
の
法
律
、
制
度
、
公
用

語
と
い
っ
た
公
的
文
化
を
受
け
入
れ
、
主
流
社
会
に
同
化
す
べ
き
で

あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
私
的
文
化
で
あ
る
母
語
、
民
族
意
識
、
そ
れ

に
基
づ
く
共
同
体
意
識
を
保
持
す
る
多
元
的
社
会
の
構
築
を
目
指
し

た）
（1
（

。
　
コ
リ
ア
の
政
策
理
念
形
成
過
程
の
中
で
二
点
目
に
特
筆
す
べ
き

は
、
先
住
民
社
会
に
対
す
る
情
緒
的
憧
れ
で
あ
る
。
社
会
改
革
者
と

し
て
の
活
動
が
、
第
一
次
大
戦
中
の
資
金
不
足
や
一
九
一
〇
年
代
の

反
共
主
義
的
雰
囲
気
の
中
で
挫
折
し
た
後
、
コ
リ
ア
は
そ
の
活
動
の

拠
点
を
西
海
岸
に
移
し
た
。
コ
リ
ア
は
、
ア
メ
リ
カ
西
部
の
先
住
民

社
会
に
「
ア
メ
リ
カ
が
積
極
的
に
保
持
す
べ
き
理
想
的
社
会
」、
つ

ま
り
「
レ
ッ
ド
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
」
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
コ

リ
ア
は
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
タ
オ
ス
・
プ
エ
ブ
ロ
の
先
住
民
社
会
を
、

「
現
代
社
会
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
必
要
な
能
力
」
を
持
つ
「
理
想
的

社
会
」
で
あ
る
と
し
た）
（1
（

。
そ
の
後
、
コ
リ
ア
は
こ
う
し
た
先
住
民
社

会
を
「
守
る
」
べ
く
、
個
人
的
親
交
の
あ
っ
た
ス
テ
ラ
・
ア
ト
ウ
ッ

ド
（Stella Atw

ood

）
の
誘
い
を
受
け
、
全
米
婦
人
ク
ラ
ブ）
（1
（

の
現

地
調
査
員
と
な
っ
た
。
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ま
た
コ
リ
ア
は
一
九
二
三
年
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
拠
点
と
す

る
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
擁
護
協
会
（Am

erican Indian 
D

efense Association

、
以
後
、「AID

A

」
と
す
る
）
を
設
立

し
、
そ
の
初
代
会
長
と
し
て
、
機
関
誌
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
・
ラ
イ
フ
（Am

erican Indian Life

）』
の
執
筆
に
携
わ
っ

た
。AID

A

は
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
周
辺
に
拠
点
を
置
く
作
家
、
知
識

人
、
芸
術
家
ら
に
よ
る
協
力
を
得
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
権
利
協
会

（Indian Rights Association
）
と
並
び
、
先
住
民
の
権
利
問
題

に
取
り
組
む
二
大
活
動
団
体
と
し
て
、
連
邦
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
政
策
に

も
影
響
力
を
持
つ
ま
で
に
成
長
す
る
。
以
後
、
都
市
問
題
に
侵
さ
れ

て
い
な
い
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
社
会
が
「
理
想
と
す
べ
き
」
先
住
民

社
会
を
保
護
し
つ
つ
、
先
住
民
を
い
か
に
し
て
合
衆
国
に
統
合
し
て

い
く
の
か
、
と
い
う
点
が
コ
リ
ア
の
活
動
命
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
コ
リ
ア
の
先
住
民
政
策
理
論
を
考
察
す
る
た
め
に
、
コ
リ
ア
が

一
九
三
〇
年
代
に
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ラ
イ
フ
』
に

頻
繁
に
投
稿
し
た
「
間
接
統
治
」
理
論
に
着
目
し
た
い
。
イ
ギ
リ
ス

の
ア
フ
リ
カ
植
民
地
支
配
に
つ
い
て
述
べ
た
生
物
学
者
の
ジ
ュ
リ
ア

ン
・
ハ
ク
ス
レ
ー
（Julian H

uxley

）
に
よ
る
「
間
接
統
治
」
理

論
は
、
支
配
者
に
よ
っ
て
「
承
認
さ
れ
た
」
被
支
配
者
の
長
が
、
中

央
政
府
の
税
制
や
法
律
と
い
う
大
き
な
政
治
的
枠
組
み
の
範
囲
内

で
、
独
自
の
伝
統
と
習
慣
に
則
っ
た
政
治
形
態
を
維
持
し
、
人
々

を
統
治
す
る
仕
組
み
を
提
示
し
た
。
ハ
ク
ス
レ
ー
は
、「
間
接
統
治
」

と
対
比
す
る
「
直
接
支
配
」
と
し
て
、
国
家
が
被
支
配
者
の
社
会
を

崩
壊
さ
せ
、
そ
の
支
配
下
に
直
属
さ
せ
る
植
民
地
政
策
を
挙
げ
て
い

る）
（1
（

。
　
コ
リ
ア
は
、
先
住
民
を
合
衆
国
の
直
接
統
治
下
に
お
こ
う
と
す
る

世
紀
転
換
期
か
ら
一
九
二
〇
年
代
の
連
邦
先
住
民
政
策
（
同
化
政

策
）
を
批
判
し
、
先
住
民
を
部
族
単
位
で
統
治
す
る
間
接
統
治
を
訴

え
た）
11
（

。
コ
リ
ア
に
よ
れ
ば
、
間
接
統
治
は
ま
た
、
そ
れ
に
反
対
す
る

先
住
民
の
自
己
決
定
権
を
も
尊
重
し
て
い
る
と
す
る
。
つ
ま
り
コ
リ

ア
は
、
プ
エ
ブ
ロ
族
の
よ
う
に
、
部
族
文
化
や
伝
統
的
な
社
会
形
態

を
保
持
し
て
い
る
先
住
民
は
間
接
統
治
に
組
み
込
む
一
方
で
、
部
族

社
会
か
ら
離
れ
て
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
同
化
を
望
む
先
住
民
個
人
に

は
、
経
済
的
、
社
会
的
な
援
助
を
施
し
、
連
邦
先
住
民
政
策
か
ら
除

外
す
る
こ
と
で
、
部
族
社
会
に
止
ま
る
か
否
か
の
選
択
を
、
先
住
民

に
委
ね
る
べ
き
と
し
た
の
で
あ
る）
1（
（

。

　
こ
の
間
、
つ
ま
り
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
お
け
る
コ
リ

ア
の
理
念
形
成
過
程
を
辿
る
と
、
コ
リ
ア
の
重
要
視
し
た
文
化
多
元

主
義
と
自
己
決
定
権
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮
か
び
上
が

る
。
と
は
い
え
、
間
接
統
治
は
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
植
民
地

政
策
理
論
で
あ
る
と
同
様
あ
く
ま
で
も
合
衆
国
へ
の
先
住
民
統
治
理

論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
コ
リ
ア
は
合
衆
国
に

お
け
る
先
住
民
の
政
治
的
、
社
会
的
統
合
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
れ

を
個
人
単
位
で
は
な
く
部
族
単
位
で
、
部
族
の
主
体
性
を
伴
っ
て
行
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う
政
策
を
求
め
て
声
を
上
げ
て
い
く
。
コ
リ
ア
に
と
り
、そ
れ
は「
理

想
的
」
先
住
民
社
会
を
守
る
上
で
有
効
的
な
手
段
で
あ
っ
た
。
再
組

織
法
第
一
六
条
は
、
先
住
民
の
部
族
社
会
を
守
り
な
が
ら
先
住
民
の

合
衆
国
へ
の
統
合
を
図
っ
た
、
コ
リ
ア
の
先
住
民
統
合
理
論
に
そ
の

起
源
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
節
　 

調
査
と
報
告
書 

　
再
組
織
法
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
と
し
て
十
分
に
焦
点
が
当
て
ら

れ
て
い
な
い
の
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
実
施

さ
れ
た
調
査
、
報
告
で
あ
る
。
一
般
に
一
九
二
八
年
の
メ
リ
ア
ム
報

告
書
の
意
義
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、
同
時
期
、
先
住
民

に
関
し
て
行
わ
れ
た
複
数
の
調
査
に
つ
い
て
は
見
過
ご
さ
れ
て
き

た
。
以
下
で
は
、
再
組
織
法
の
制
定
過
程
に
影
響
を
与
え
た
調
査
、

報
告
書
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
先
住
民
社
会
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
が
欠
如
し
て
い
る

と
い
う
問
題
意
識
は
、
コ
リ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
先
住
民
の
た
め

の
福
祉
活
動
家
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
友
（Friends of 

Indians

）」
に
共
有
さ
れ
て
い
た）
11
（

。
一
九
二
〇
年
代
ま
で
の
先
住

民
社
会
に
関
す
る
調
査
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
職
員
に
よ
っ
て
、
管

轄
区
（
保
留
地
と
そ
の
周
辺
地
域
か
ら
成
る
連
邦
先
住
民
政
策
の
行

政
単
位
）
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
調
査
は
調

査
員
の
能
力
に
左
右
さ
れ
、
ま
た
調
査
形
態
か
ら
情
報
分
析
方
法
に

至
る
ま
で
統
一
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
二
〇
年
代

初
期
に
は
、
連
邦
先
住
民
政
策
の
成
果
を
疑
問
視
す
る
人
道
主
義
者

ら
が
、
連
邦
政
府
か
ら
独
立
し
た
調
査
を
開
始
し
、
そ
の
結
果
を
そ

れ
ぞ
れ
が
属
す
る
団
体
の
機
関
紙
の
中
で
随
時
報
告
し
た
。
イ
ン
デ

ィ
ア
ン
権
利
協
会
、AID

A

な
ど
の
全
国
的
な
活
動
団
体
に
加
え
、

ア
メ
リ
カ
市
民
自
由
連
合
や
全
米
婦
人
ク
ラ
ブ
な
ど
が
特
別
部
署
を

設
置
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
道
主
義
者
ら
の
独
自
の
調
査
は
、
後

の
先
住
民
政
策
改
革
者
ら
が
政
策
提
言
を
行
う
際
に
、
重
要
な
情
報

を
提
供
し
た
。

　
一
方
、
人
道
主
義
者
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
内
務
省
も
調
査

に
乗
り
出
し
た
。
一
九
二
三
年
、
当
時
の
内
務
長
官
で
あ
る
ヒ
ュ
ー

バ
ー
ト
・
ワ
ー
ク
（H

ubert W
ork

）
は
「
百
人
委
員
会
（O

ne 
H

undred Com
m

ittee

）」
と
呼
ば
れ
る
調
査
委
員
会
を
立
ち
上

げ
て
い
る
。
一
九
二
三
年
一
二
月
一
二
日
か
ら
一
三
日
の
二
日
間
に

わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
同
委
員
会
の
目
的
は
「
連
邦
政
府
の
先
住
民

政
策
に
関
し
て
議
論
し
、
そ
の
代
案
を
提
示
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、

AID
A

、イ
ン
デ
ィ
ア
ン
権
利
協
会
、イ
ン
デ
ィ
ア
ン
監
督
局（Board 

of Indian Com
m

issioners

）、
人
類
学
者
、
宣
教
師
、
政
治
関

係
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
軍
関
係
者
、
西
洋
式
教
育
を
受
け
た
先

住
民
な
ど
が
招
集
さ
れ
、
先
住
民
知
識
人
で
あ
る
ア
ー
サ
ー
・
Ｃ
・

パ
ー
カ
ー
（A

rthur C. Parker

）
が
議
長
を
務
め
た
。
同
委
員
会

は
当
初
画
期
的
な
試
み
に
思
わ
れ
た
が
、
同
化
政
策
を
推
奨
す
る
委
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イ
ン
デ
ィ
ア
ン
再
組
織
法
再
考
（
野
口
）

員
の
保
守
的
な
態
度
を
受
け
、
新
た
な
政
策
提
言
を
行
う
に
は
至
ら

な
か
っ
た）
11
（

。 

　
ま
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
監
督
局
が
政
府
調
査
局
と
そ
れ
に
付
随
す

る
調
査
部
門
を
立
ち
上
げ
る
と
、
一
九
二
六
年
七
月
一
二
日
、
ワ

ー
ク
内
務
長
官
は
同
局
に
先
住
民
社
会
に
関
す
る
現
地
調
査
を
依

頼
し
た
。
調
査
は
政
府
調
査
局
の
ル
イ
ス
・
メ
リ
ア
ム
（Lew

is 
M

eriam

）
を
責
任
者
に
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
か
ら
の
資
金
援

助
を
受
け
て
、
同
年
一
二
月
か
ら
約
一
四
ヶ
月
間
、
全
米
七
五
の
管

轄
区
、
保
留
地
、
政
府
機
関
、
病
院
、
学
校
、
各
保
留
地
に
お
い
て
、

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
職
員
、
宣
教
師
、
教
師
、
さ
ら
に
先
住
民
自
身
を

対
象
に
行
わ
れ
た
。
当
時
、ア
メ
リ
カ
先
住
民
人
口
は
三
五
万
人
で
、

そ
れ
ら
の
居
住
地
が
二
六
州
に
分
散
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、

調
査
は
そ
の
う
ち
の
二
二
州
の
先
住
民
を
そ
れ
ぞ
れ
抽
出
し
て
行
わ

れ
た）
11
（

。

　
一
九
二
八
年
、
調
査
結
果
は
ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ス
研
究
所
か
ら

『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
政
策
の
問
題
（The Problem

 of the Indian 
Adm

inistration

）』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
同
報
告
書
は
調
査
責

任
者
の
名
前
に
ち
な
ん
で
メ
リ
ア
ム
報
告
書
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

メ
リ
ア
ム
報
告
書
は
、
先
住
民
の
識
字
率
の
低
さ
、
一
般
土
地
割
り

当
て
法
（
後
述
）
の
失
敗
、
先
住
民
の
貧
困
、
社
会
崩
壊
の
実
態
や

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
の
腐
敗
を
明
ら
か
に
し
、
同
化
政
策
の
問
題
を
指

摘
し
た
。
そ
し
て
報
告
書
は
土
地
割
り
当
て
政
策
の
見
直
し
や
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
局
職
員
の
質
の
向
上
な
ど
、
先
住
民
政
策
の
効
率
化
に
向

け
た
数
々
の
提
言
を
行
っ
た）
11
（

。
コ
リ
ア
が
「
再
組
織
法
の
起
点
」
と

評
し
た
よ
う
に
、
メ
リ
ア
ム
報
告
書
は
そ
の
詳
細
な
調
査
内
容
と
科

学
的
分
析
、
示
唆
に
富
ん
だ
提
案
な
ど
に
よ
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局

や
各
先
住
民
福
祉
団
体
の
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　
一
方
で
、ド
ナ
ル
ド
・
ク
リ
ッ
ク
ロ
ウ（D

onald Critchlow

）は
、

メ
リ
ア
ム
報
告
書
の
提
言
は
、
過
去
の
先
住
民
政
策
の
「
修
正
」
を

意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
急
進
的
な
変
革
を
求
め
る
コ
リ
ア
やAID

A

な
ど
か
ら
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
分

析
し
て
い
る）
11
（

。
例
え
ば
、
同
調
査
が
行
わ
れ
る
さ
な
か
、
コ
リ
ア
は
、

連
邦
議
会
上
院
に
て
新
た
な
調
査
委
員
会
を
立
ち
上
げ
る
べ
く
働
き

か
け
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
二
七
年
一
二
月
一
七
日
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
Ｈ
・
キ
ン
グ
（W

illiam
 H

. K
ing

）
上
院
議
員
（
ユ
タ

州
）
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
連
邦
議
会
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
の

保
護
と
文
明
化
の
た
め
に
制
定
し
た
諸
法
の
影
響
と
施
行
過
程
に
お

け
る
先
住
民
の
状
況
に
つ
い
て
基
本
的
調
査
を
行
う
」
た
め
の
提
言

（resolution

）
に
結
実
し
た）
11
（

。
こ
の
調
査
は
メ
リ
ア
ム
報
告
書
で

明
ら
か
に
な
っ
た
諸
々
の
問
題
点
の
解
決
に
向
け
た
具
体
的
施
策
を

検
討
す
る
た
め
、
先
住
民
政
策
関
係
者
や
先
住
民
へ
の
公
聴
会
形
式

を
と
っ
て
い
る
。
公
聴
会
は
、特
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
に
よ
る
福
祉
、

社
会
改
革
、
健
康
に
関
す
る
諸
政
策
や
同
局
の
部
族
財
産
管
理
の
適

正
を
調
査
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
時
と
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し
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
に
対
す
る
辛
辣
な
批
判
が
展
開
さ
れ
、
過
去

の
先
住
民
政
策
に
対
す
る
責
任
問
題
が
追
及
さ
れ
た
。

一
九
二
八
年
一
一
月
か
ら
一
九
四
三
年
八
月
に
か
け
て
行
わ
れ

た
公
聴
会
に
は
全
国
各
地
か
ら
多
く
の
先
住
民
や
先
住
民
政
策
関

係
者
が
招
集
さ
れ
、
最
終
的
に
は
、
そ
の
記
録
が
四
一
項
目
、
計

二
三
、〇
六
九
頁
に
も
わ
た
る
「
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
状
況

調
査
報
告
（Survey of Conditions of Am

erican Indians

）」

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た）
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
メ
リ
ア
ム
報
告
書
を
補

足
す
る
目
的
を
持
っ
て
行
わ
れ
た
こ
う
し
た
調
査
も
先
住
民
政
策
の

実
態
把
握
に
終
始
し
、
政
策
面
に
お
け
る
新
た
な
提
言
の
発
信
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
同
調
査
は
メ
リ
ア
ム
報
告
書
と
同
様
、

連
邦
議
会
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
、
先
住
民
の
貧
困
と
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
局
の
弊
害
を
詳
細
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
よ

う
。

　
一
九
二
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
全
土
で
開
催
さ
れ
た
以
上
の
調
査
や

公
聴
会
が
暴
き
出
し
た
の
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
同
化
政
策
の
失
敗

と
、
そ
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
先
住
民
の
貧
困
で
あ
る
。
ま

た
、
先
住
民
社
会
の
さ
ら
な
る
多
様
化
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
プ
エ

ブ
ロ
族
の
よ
う
な
部
族
社
会
が
あ
る
一
方
、
成
員
が
土
地
の
売
却
や

都
市
移
住
に
よ
っ
て
減
少
し
、
そ
の
体
制
維
持
が
困
難
な
先
住
民
社

会
、
さ
ら
に
は
同
化
し
た
先
住
民
も
存
在
し
て
い
た
。
以
後
、
コ
リ

ア
に
よ
っ
て
法
制
化
さ
れ
る
再
組
織
法
案
は
、
こ
う
し
た
先
住
民
社

会
の
貧
困
を
救
済
し
つ
つ
、
一
方
で
部
族
社
会
を
保
護
し
な
が
ら
、

多
様
な
先
住
民
社
会
を
い
か
に
統
治
し
て
い
く
か
を
重
要
課
題
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
調
査
、

報
告
は
、
実
際
に
は
先
住
民
の
視
点
と
地
域
的
多
様
性
へ
の
視
座
が

十
分
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
連
邦
議
会
上
院
で
の
公

聴
会
は
、こ
う
し
た
視
座
を
補
う
役
割
も
果
た
す
も
の
と
さ
れ
た
が
、

い
ず
れ
の
報
告
書
も
特
定
の
地
域
の
先
住
民
（
例
え
ば
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
先
住
民
な
ど
）
の
詳
細
な
実
態
調
査
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
実
際
の
先
住
民
の
同
化
程
度
や
そ
の
社
会
的
多
様
性
へ

の
視
座
は
、再
組
織
法
で
も
大
き
く
見
落
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

第
三
節
　
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
の
到
来

　
最
後
に
、
再
組
織
法
の
制
定
過
程
を
政
治
史
の
中
で
検
討
す
る
。

同
法
成
立
の
直
接
的
な
引
き
金
と
な
っ
た
の
が
一
九
三
三
年
、
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
の
大
統
領
就
任
と
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
人
事
の
一
新
で
あ

る
。
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
調
査
で
明
ら
か
と

な
っ
た
よ
う
に
、
貧
困
状
況
に
あ
る
先
住
民
は
、
経
済
的
弱
者
の
救

済
を
掲
げ
る
後
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
対
象
と
さ
れ
た
。
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
政
権
で
は
、
当
時
、AID

A

の
成
員
で
あ
っ
た
ハ
ロ
ル
ド
・

イ
ッ
キ
ー
ス
（H

arold Ickes

）
が
内
務
長
官
に
任
命
さ
れ
、
そ
の

強
い
推
薦
に
よ
っ
て
、コ
リ
ア
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
長
に
就
任
し
た
。
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そ
れ
ま
で
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
長
職
は
、
党
派
的
人
事
と
さ
れ
る
か
、

特
に
過
去
半
世
紀
は
、
同
化
政
策
を
強
く
後
押
し
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
権
利
協
会
か
ら
の
選
出
が
常
態
化
し
て
い
た
。
コ
リ
ア
の
局
長
就

任
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
政
策
改
革
を
急
務
と
捉
え
る
連
邦
政
府
の
方

針
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う）
11
（

。

　
第
一
節
で
確
認
し
た
コ
リ
ア
の
多
元
主
義
的
理
想
と
部
族
の
自
己

決
定
権
の
尊
重
と
い
う
目
的
は
、
第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
各

種
調
査
結
果
を
受
け
、
具
体
的
な
改
革
案
と
し
て
再
組
織
法
案
に

含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
法
案
は
コ
リ
ア
が
一
九
二
八
年
か
ら

一
九
三
三
年
ま
で
に
練
り
上
げ
て
き
た
諸
改
革
案
が
基
礎
と
な
っ
て

い
る
。
以
下
で
は
、
コ
リ
ア
に
よ
る
改
革
案
が
ど
の
よ
う
な
政
策

過
程
を
経
て
再
組
織
法
に
含
ま
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
特
に
同
法

第
一
六
条
が
作
ら
れ
た
過
程
に
つ
い
て
、
や
や
時
代
を
遡
り
つ
つ

一
九
二
〇
年
代
以
降
の
動
き
を
四
つ
の
段
階
に
分
け
、
整
理
し
て
み

た
い
。

㈠
メ
リ
ア
ム
報
告
書
か
ら
四
つ
の
書
簡
へ

　
メ
リ
ア
ム
報
告
書
以
後
、
先
住
民
政
策
に
対
す
る
そ
れ
ま
で
の
活

動
を
評
価
さ
れ
た
コ
リ
ア
とAID

A

代
表
、
マ
シ
ュ
ー
・
Ｋ
・
ス

ニ
フ
ェ
ン
（M

atthew
 K

. Sniffen

）
は
、
当
時
の
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
局
長
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｊ
・
ロ
ー
ズ
（Charles J. Rhoads

）

と
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
キ
ャ
ッ
タ
ー
グ
ッ
ド
（H

enry Scattergood

）

の
依
頼
を
受
け
、
先
住
民
政
策
改
革
案
を
作
成
し
た
。
そ
れ
は
、

一
九
二
九
年
一
二
月
二
一
日
に
ロ
ー
ズ
と
ス
キ
ャ
ッ
タ
ー
グ
ッ
ト
両

局
長
か
ら
内
務
長
官
へ
の
「
書
簡
」
と
い
う
形
式
で
連
邦
議
会
に
提

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
、 

先
住
民
の
土
地
の
灌
漑
設
備
に
対
す
る
支
払
い
義
務
に
つ
い

て

　
二
、 

部
族
が
所
有
す
る
天
然
資
源
、
土
地
等
の
管
理
問
題
に
つ
い

て

　
三
、
先
住
民
の
た
め
の
特
別
請
求
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

　
四
、 

灌
漑
設
備
の
土
地
開
発
局
管
轄
下
へ
の
移
行
に
つ
い
て）
11
（

　
四
つ
の
手
紙
に
は
、
再
組
織
法
に
つ
な
が
る
二
つ
の
提
言
が
含
ま

れ
て
い
る
。
一
点
目
に
、
先
住
民
の
所
有
地
の
減
少
と
貧
困
化
を
も

た
ら
し
た
土
地
政
策
の
施
行
を
見
直
す
こ
と
、
二
点
目
に
、
部
族
の

所
有
地
や
天
然
資
源
と
い
っ
た
先
住
民
の
財
産
を
、
部
族
法
人
を
設

立
す
る
こ
と
に
よ
り
共
有
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
部
族
を

単
位
と
し
た
共
有
財
産
制
に
よ
る
先
住
民
の
経
済
基
盤
の
盤
石
化
が

意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
コ
リ
ア
は
、
部
族
に
よ
る
財
産
の

共
有
化
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
に
よ
る
先
住
民
へ
の
後
見
的
態
度
を
縮

小
さ
せ
（
よ
っ
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
の
圧
政
か
ら
開
放
し
）、
同
時

に
保
留
地
で
の
経
済
活
動
の
活
性
化
を
促
す
と
し
て
い
る）
1（
（

。
コ
リ
ア

は
後
に
そ
の
自
伝
に
お
い
て
、
部
族
単
位
で
の
自
活
案
を
含
め
た
こ
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史
苑
（
第
七
六
巻
第
一
号
）

の
書
簡
が
「
再
組
織
法
に
含
ま
れ
る
改
革
案
の
重
要
な
要
素
を
含
ん

で
い
る
」
と
し
、
そ
れ
が
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
一
九
二
九
年

一
二
月
二
一
日
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
政
策
の
歴
史
的
転
換
点
」
と
し

て
い
る）
11
（

。

㈡
　
部
族
会
議
法
案

　
一
九
三
二
年
、
コ
リ
ア
は
部
族
会
議
法
案
（Tribal Council 

Bill

）
を
作
成
し
た
。
コ
リ
ア
は
こ
の
時
点
で
は
じ
め
て
、
先
住
民

が
憲
法
を
制
定
し
、
部
族
会
議
を
設
立
す
る
と
い
う
、
後
の
第
一
六

条
の
素
案
を
提
示
し
て
い
る
。
同
法
案
は
、
コ
リ
ア
がAID

A

の

活
動
を
通
し
て
友
好
関
係
を
築
い
て
い
た
リ
ン
・
フ
レ
イ
ジ
ャ
ー

（Lynn Frazier

）
上
院
議
員
（
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
）
に
よ
っ
て
、

同
年
二
月
五
日
に
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
同
法
案
に
は
、
先
住

民
が
内
務
省
か
ら
の
承
認
を
受
け
、
部
族
会
議
を
設
立
で
き
る
こ

と
、
保
留
地
に
居
住
し
て
い
る
成
人
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
請

願
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
に
提
出
さ
れ
た
場
合
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
長

は
六
〇
日
以
内
に
憲
法
委
員
会
委
員
九
名
を
選
出
す
る
た
め
の
選
挙

を
開
催
し
、
草
稿
さ
れ
た
憲
法
案
は
六
〇
日
以
内
に
保
留
地
内
会
議

に
か
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
た
。

　
ま
た
コ
リ
ア
は
同
法
案
の
審
議
の
中
で
、
こ
う
し
た
部
族
会
議
に

は
「
主
権
国
家
」
と
し
て
の
権
限
を
有
す
る
既
存
の
部
族
と
同
等
の

権
利
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
新
た
に
部

族
会
議
を
設
立
し
た
部
族
は
、
過
去
に
連
邦
政
府
と
条
約
締
結
を

行
っ
た
「
国
内
の
従
属
国
」
と
し
て
の
部
族
と
同
等
で
あ
る
と
し

た
の
で
あ
る
。
コ
リ
ア
は
、
条
約
締
結
が
す
で
に
終
了
し
て
い
た

一
九
三
〇
年
代
、
先
住
民
を
特
定
の
政
治
形
態
に
あ
て
は
め
る
こ
と

で
、
部
族
成
員
の
復
権
を
法
的
に
確
立
し
よ
う
と
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、AID

A

の
代
表
と
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
や

連
邦
議
会
に
働
き
か
け
た
二
度
に
わ
た
る
提
案
は
、
先
住
民
の
同
化

政
策
路
線
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
連
邦
議
会
内
部
の
保
守
的
動
き
の

中
で
、実
際
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
住
民
の
経
済
的
、

政
治
的
組
織
化
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
先
住
民
の
同
化
と
逆
行
す

る
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈢
再
組
織
法
案

　
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
権
下
で
自
身
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
長
に
就
任

し
た
の
を
好
機
と
し
、
着
任
翌
年
の
一
九
三
四
年
二
月
、
コ
リ
ア
は

以
上
の
改
革
案
を
含
め
た
先
住
民
政
策
案
を
作
成
し
た
。
後
に
再
組

織
法
案
と
し
て
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
改
革
案
の
概
要
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

　
一
、 

先
住
民
は
保
留
地
成
員
の
四
分
の
一
以
上
の
請
願
が
あ
っ
た

場
合
、
内
務
長
官
の
許
可
を
得
て
自
治
政
府
を
組
織
し
、
成

員
条
件
、
連
邦
政
府
か
ら
の
割
り
当
て
資
金
の
用
途
、
保
留

地
職
員
の
採
用
、
さ
ら
に
部
族
財
産
の
管
理
等
に
関
す
る
権
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限
を
持
つ
。

　
ニ
、 
ド
ー
ズ
法
を
廃
止
し
、
割
り
当
て
地
は
部
族
が
管
理
す

る
。
さ
ら
に
部
族
の
経
済
活
動
資
金
と
し
て
回
転
資
金

二
〇
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
を
連
邦
政
府
が
提
供
す
る
。

　
三
、 

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
に
お
い
て
先
住
民
の
雇
用
を
促
進
さ
せ
る

た
め
の
高
等
教
育
（
奨
学
金
制
度
の
充
実
な
ど
）
と
そ
の
伝

統
的
文
化
育
成
の
た
め
の
教
育
を
促
進
す
る
。

　
四
、 

連
邦
裁
判
所
と
先
住
民
の
伝
統
的
司
法
制
度
を
融
合
さ
せ
た

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
問
題
裁
判
所
を
設
立
し
、
先
住
民
に
よ
る
自

決
権
を
司
法
の
場
で
も
尊
重
す
る）
11
（

。

　
再
組
織
法
案
は
結
果
と
し
て
四
八
ペ
ー
ジ
に
も
わ
た
り
、
複
数
の

テ
ー
マ
を
扱
っ
た
一
括
法
案
と
な
っ
た
。
同
法
案
か
ら
は
、
コ
リ
ア

が
当
初
、
部
族
に
司
法
権
を
含
め
た
よ
り
広
範
囲
の
自
治
権
を
認
め

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

㈣
　
連
邦
議
会
審
議

　
再
組
織
法
案
は
上
院
議
会
審
議
（
二
月
二
七
日
〜
）、
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
議
会
（Indian Congress

、
三
月
二
日
か
ら
三
月
二
四
日
、

四
月
二
三
日
か
ら
二
四
日
）
と
下
院
議
会
（
二
月
二
二
日
〜
）
の
期

間
中
に
大
き
な
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た）
11
（

。
公
聴
会
で
は
、
メ
リ
ア

ム
報
告
書
の
刊
行
以
後
、
先
住
民
政
策
の
急
進
的
な
改
革
を
求
め
る

コ
リ
ア
や
一
部
の
連
邦
議
員
と
、
同
化
政
策
を
基
礎
と
す
る
旧
来
の

連
邦
先
住
民
政
策
を
支
持
す
る
側
の
議
員
の
と
の
大
き
な
対
立
が
み

ら
れ
た
。

　
ま
ず
下
院
議
会
で
は
、
法
案
に
含
ま
れ
た
部
族
政
府
の
設
立
に
対

し
て
、
先
住
民
の
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
同
化
の
障
害
と
な
る
こ
と
に

加
え
、
内
務
長
官
の
権
限
と
連
邦
政
府
の
後
見
的
立
場
の
永
続
化
に

つ
な
が
る
と
す
る
強
い
反
対
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
部
族
政
府

の
運
営
資
金
や
回
転
資
金
な
ど
の
活
動
資
金
を
連
邦
政
府
が
捻
出
す

る
こ
と
に
対
し
、
国
庫
の
過
剰
な
負
担
と
先
住
民
の
資
金
管
理
能
力

へ
の
疑
念
も
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
土
地
割
り
当
て
制
度
の
廃
止

に
つ
い
て
も
、
先
住
民
の
合
衆
国
市
民
権
、
財
産
権
を
侵
害
し
て
い

る
と
す
る
批
判
が
根
強
く
展
開
さ
れ
た）
11
（

。
　

　
こ
の
間
、
一
九
三
四
年
に
は
史
上
初
め
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
主
催

に
よ
る
先
住
民
へ
の
全
国
的
な
法
案
公
聴
会
で
あ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

議
会
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
公
聴
会
は
一
九
三
四
年
三
月
か
ら
五
月

に
か
け
計
一
一
の
地
域
で
開
催
さ
れ
、
一
一
一
の
先
住
民
グ
ル
ー
プ

の
代
表
が
参
加
し
た）
11
（

。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
議
会
で
も
、
再
組
織
法
案
は

先
住
民
か
ら
の
強
い
反
発
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
部
族
政
府
の
設

立
に
対
す
る
賛
成
意
見
も
見
ら
れ
る
中
で
、
先
住
民
か
ら
は
、
法
案
が

難
解
で
あ
り
、
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
意
見
、
ま
た
、
連

邦
政
府
に
対
す
る
不
信
感
や
同
化
政
策
の
尊
重
、
国
家
に
従
属
し
な

い
部
族
主
権
の
存
在
な
ど
を
理
由
に
、
明
確
に
法
案
を
批
判
す
る
意
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見
も
出
さ
れ
た）
11
（

。

　
ま
た
上
院
で
も
下
院
の
議
論
と
重
複
し
て
い
る
点
に
加
え
、
特
に

部
族
政
府
に
対
す
る
内
務
長
官
の
権
限
の
大
き
さ
や
、
部
族
に
司
法

権
を
認
め
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
問
題
裁
判
所
の
設
置
案
が
問
題
と
な
っ

た
。
法
案
提
出
者
で
あ
る
ホ
イ
ラ
ー
上
院
議
員
で
さ
え
、
資
金
面
、

機
能
面
に
お
い
て
、
同
裁
判
所
の
設
置
は
不
要
か
つ
不
可
能
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

　
コ
リ
ア
は
約
三
か
月
に
及
ぶ
公
聴
会
で
の
反
発
を
受
け
、
法
案
を

大
き
く
修
正
し
、最
終
的
に
は
一
八
条
に
及
ぶ
修
正
案
を
作
成
し
た
。

そ
こ
で
は
、
法
律
に
対
す
る
先
住
民
の
拒
否
権
が
認
め
ら
れ
、
す
で

に
割
り
当
て
を
受
け
た
個
人
所
有
地
の
継
承
行
為
が
承
認
さ
れ
る
こ

と
に
加
え
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
問
題
裁
判
所
設
立
案
が
削
除
さ
れ
、
そ

し
て
、
各
部
族
政
府
に
割
り
当
て
る
予
算
額
が
大
き
く
減
額
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
概
し
て
、
修
正
案
で
は
部
族
政
府
を
基
盤
と
す
る

部
族
の
自
治
、
自
活
権
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
。
最
終
的
に
、
法
案

は
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
大
統
令
に
よ
っ
て
成
立
を
み
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
再
組
織
法
の
設
立
背
景
を
、
コ
リ
ア
の
政
策
理
念
か
ら
み

る
思
想
史
的
背
景
と
、
先
住
民
の
実
態
調
査
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
デ
ィ

ー
ル
政
策
を
見
据
え
た
政
策
史
的
背
景
を
示
し
な
が
ら
整
理
し
て
き

た
。
先
住
民
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
と
部
族
単
位
で
の
先
住
民
の
間

接
統
治
を
目
指
す
コ
リ
ア
の
先
住
民
統
合
理
論
を
含
め
た
全
一
八
条

の
再
組
織
法
は
、
弱
者
救
済
の
機
運
が
高
ま
っ
た
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
政

権
下
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
諸
法
の
一
つ
と
し
て
制
定
さ
れ

た
。
同
法
は
、
先
住
民
に
拒
否
権
を
認
め
、
ま
た
部
族
政
府
の
機
能

も
大
幅
に
縮
小
し
た
妥
協
案
で
あ
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
、
内
務

長
官
の
監
督
下
に
お
い
て
先
住
民
が
部
族
政
府
を
設
立
し
、
そ
れ
を

自
治
、
自
活
の
単
位
と
す
る
、
現
在
の
部
族
主
義
体
制
の
基
礎
が
構

築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
現
代
の
先
住
民
社
会
に
お
け
る
再
組
織
法
の
意
義
、
再
考

　
以
上
の
再
組
織
法
の
制
定
過
程
を
踏
ま
え
、
現
代
の
部
族
主
義
に

再
組
織
法
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
以
下
の
三
点

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
節
　
ド
ー
ズ
法
の
廃
止
と
保
留
地
の
保
護
、
拡
大

　
ま
ず
第
一
点
目
に
、
再
組
織
法
は
一
般
土
地
割
り
当
て
法

（G
eneral Allotm

ent A
ct

）
が
制
定
さ
れ
た
一
八
八
七
年
以
降
、

半
世
紀
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
て
き
た
先
住
民
保
留
地
の
割
り
当
て

制
度
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
法
案
作
成
者
で
あ
る
下
院
議
員
、
ヘ
ン

リ
ー
・
Ｌ
・
ド
ー
ズ
（H

enry L. D
aw

s

）
の
名
を
と
っ
て
ド
ー

ズ
法
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
同
法
は
、
大
統
領
に
対
し
て
、
保
留
地
に

居
住
す
る
先
住
民
に
法
律
内
で
規
定
さ
れ
た
単
位
―
家
長
に
一
六
〇

エ
ー
カ
ー
、
一
八
歳
以
上
の
単
身
者
に
八
〇
エ
ー
カ
ー
、
そ
し
て
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一
八
歳
未
満
の
孤
児
に
八
〇
エ
ー
カ
ー
の
土
地
―
で
保
留
地
を
単
独

で
所
有
で
き
る
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
を
そ
の
主
な
内
容
と
す
る）
11
（

。

同
法
は
、
先
住
民
保
留
地
を
分
配
し
、
先
住
民
を
独
立
自
営
農
民
に

し
て
自
活
を
促
す
こ
と
、
そ
し
て
連
邦
政
府
の
先
住
民
政
策
を
終
了

し
、
先
住
民
を
州
、
準
州
の
管
轄
下
に
置
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

さ
ら
に
、
割
り
当
て
後
に
残
っ
た
保
留
地
は
、
当
時
続
々
と
ア
メ
リ

カ
西
部
に
押
し
寄
せ
る
開
拓
者
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一

般
土
地
割
り
当
て
法
に
具
体
化
さ
れ
た
土
地
政
策
は
、
寄
宿
学
校
を

基
盤
と
す
る
先
住
民
へ
の
教
育
政
策
と
並
ん
で
、
一
八
八
〇
年
代
か

ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
合
衆
国
の
先
住
民
に
対
す
る
強
制
的

な
同
化
政
策
の
二
大
柱
と
な
っ
た
。

　
メ
リ
ア
ム
報
告
書
で
の
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
般
土

地
割
り
当
て
法
は
そ
の
本
来
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
ま
ず
、
多
く
の
保
留
地
が
農
業
地
に
は
不
向
き
の
不
毛
な
土
地

で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、た
と
え
土
地
の
割
り
当
て
を
受
け
て
も
、

税
金
の
未
払
い
や
土
地
の
売
却
な
ど
に
よ
り
土
地
を
手
放
す
先
住
民

が
続
出
し
た
た
め
で
あ
る
。
一
方
、
土
地
割
り
当
て
政
策
の
過
程
で

生
み
出
さ
れ
た
広
大
な
余
剰
地
は
、
公
有
地
と
な
る
か
、
開
拓
者
に

開
放
さ
れ
続
け
た
。
結
果
と
し
て
、
先
住
民
へ
の
割
り
当
て
地
と
保

留
地
の
両
方
が
急
速
に
減
少
す
る
と
同
時
に
、
土
地
を
失
っ
た
先
住

民
は
貧
困
状
態
に
陥
っ
た
。
ま
た
、
土
地
の
減
少
に
伴
い
、
元
来
、

保
留
地
を
基
盤
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
先
住
民
の
慣
習
や
部
族
社

会
そ
の
も
の
が
、
崩
壊
の
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
相
互
扶

助
体
制
を
と
る
部
族
社
会
の
崩
壊
は
、
先
住
民
の
貧
困
を
一
層
加
速

さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。

　
再
組
織
法
は
一
般
土
地
割
り
当
て
法
を
廃
止
す
る
こ
と
で
、
保
留

地
の
減
少
と
土
地
の
個
人
所
有
化
を
差
し
止
め
た
こ
と
に
加
え
、
新

た
に
保
留
地
の
土
地
を
買
い
戻
す
連
邦
予
算
を
準
備
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
保
留
地
の
土
地
の
減
少
に
終
止
符
が
打
た
れ
、
ま
た
、
わ
ず

か
二
七
五
、〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
と
は
い
え
、
歴
史
上
初
め
て
、
保
留

地
の
土
地
面
積
が
回
復
し
た
の
で
あ
る）
11
（

。
こ
う
し
た
保
留
地
が
、
以

後
の
部
族
自
治
の
確
立
に
必
要
な
地
理
的
基
盤
を
提
供
し
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
部
族
単
位
の
自
活
を
目
指
す
試
み
は
、
連
邦
と
部
族

の
契
約
関
係
の
構
築
を
定
め
た
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
自
決
及
び
教
育
援

助
法
」
に
も
引
き
継
が
れ
、
今
日
の
先
住
民
社
会
の
経
済
活
動
の
基

盤
を
作
り
出
し
た
。

第
二
節
　
先
住
民
の
自
己
決
定
権
の
尊
重

　
同
化
政
策
期
に
は
、
土
地
の
割
り
当
て
政
策
の
適
用
を
受
け
な
か

っ
た
先
住
民
も
多
数
存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
同
政
策
が
最
終
的
に
は

保
留
地
の
減
少
と
部
族
文
化
、慣
習
の
破
壊
に
つ
な
が
る
と
予
期
し
、

保
留
地
の
個
人
所
有
に
反
対
し
た
先
住
民
や
、
保
留
地
自
体
が
農
業

用
地
に
不
向
き
で
あ
り
、
自
活
す
る
の
に
十
分
な
割
り
当
て
地
を
確

保
で
き
な
い
保
留
地
の
先
住
民
な
ど
で
あ
る
。
メ
リ
ア
ム
報
告
書
で
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も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
先
住
民
社
会
は
、
保
留

地
面
積
と
部
族
社
会
、
慣
習
等
に
お
い
て
明
ら
か
な
多
様
性
を
有
し

て
い
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
土
地
割
り
当
て
政
策
を
は
じ

め
と
す
る
、
過
去
半
世
紀
に
わ
た
る
同
化
政
策
の
適
用
・
受
容
度
合

い
の
差
異
を
示
し
て
い
る
。
土
地
割
り
当
て
政
策
は
、
部
族
間
、
も

し
く
は
保
留
地
間
に
お
け
る
先
住
民
の
土
地
保
有
率
の
差
異
や
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
経
済
状
況
、
社
会
状
況
の
差
異
を
も
生
み
出
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
再
組
織
法
案
は
、
こ
う
し
た
先
住
民
社
会
を
い

か
に
間
接
統
治
す
る
か
、
と
い
う
命
題
を
帯
び
て
い
た
。

　
そ
こ
で
、
同
法
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
が
先
住
民
の
「
自
己
決
定

権
」
で
あ
る
。
再
組
織
法
は
「
成
人
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
過
半
数
が

そ
の
適
用
に
反
対
し
た
場
合
は
、（
全
項
目
に
つ
い
て
）
適
用
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
（
第
一
八
条
）」
と
し
、
ま
ず
、
同
法
の
適
用
が
先

住
民
の
住
民
投
票
に
委
ね
ら
れ
た
。
投
票
は
、
再
組
織
法
設
立
以
後

一
年
以
内
に
、
内
務
省
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
の
管
轄
官
の
指
揮
下
に
お

い
て
保
留
地
、
部
族
、
も
し
く
は
そ
れ
に
準
じ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

単
位
で
行
な
う
と
定
め
ら
れ
た
（
後
に
一
年
延
長
）。
再
組
織
法
の

受
け
入
れ
投
票
は
二
五
八
集
団
が
実
施
し
、
そ
の
う
ち
一
八
一
部
族

（
一
二
九
、七
五
〇
人
）
が
賛
成
、
七
七
部
族
（
八
六
、三
六
五
人
）

が
反
対
を
表
明
し
た）
11
（

。
こ
う
し
た
結
果
は
、
再
組
織
法
が
適
用
さ
れ

た
先
住
民
の
多
様
性
を
考
慮
す
れ
ば
当
然
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
自

体
が
先
住
民
の
自
己
決
定
権
の
行
使
に
他
な
ら
な
い
。
再
組
織
法
は

ま
た
、
連
邦
先
住
民
政
策
を
拒
否
す
る
と
い
う
先
住
民
の
決
定
権
を

も
許
容
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
再
組
織
法
は
、
そ
の
適
用
が
先
住
民
の
自
由
意
志
に
委
ね
ら
れ
た

と
い
う
点
に
お
い
て
歴
史
的
意
義
は
大
き
い
。
実
際
、
同
法
は
個
別

部
族
ご
と
に
適
用
さ
れ
た
が
、
多
い
場
合
に
は
一
つ
の
部
族
（
も
し

く
は
保
留
地
）
で
三
度
（
第
一
六
条
、
第
一
七
条
、
第
一
八
条
）
の

投
票
が
実
施
さ
れ
た
。
一
方
、
第
一
八
条
に
よ
る
賛
否
投
票
の
結
果

は
、
再
組
織
法
に
反
対
す
る
先
住
民
の
多
さ
を
も
ま
た
露
呈
し
た
。

反
対
者
は
土
地
割
り
当
て
の
継
続
を
求
め
、
ま
た
再
組
織
法
が
ア
メ

リ
カ
社
会
と
の
隔
絶
を
促
進
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
一
方
で
は
、
先

住
民
に
対
す
る
連
邦
法
の
適
用
自
体
に
拒
絶
を
表
明
し
て
、
反
対
票

を
投
じ
た
。

　
ま
た
、
投
票
に
際
し
て
、
先
住
民
が
複
雑
な
一
括
法
で
あ
っ
た
再

組
織
法
の
内
容
を
十
分
に
理
解
で
き
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
議
論
が
分
か
れ
る
。
当
時
、
先
住
民
社
会
に
お
い
て
英
語
の
識

字
率
は
依
然
と
し
て
低
く
、
通
訳
を
通
し
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
と
や

り
と
り
を
行
う
部
族
も
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
先
住
民
の
意
見
や
情

報
量
を
誘
導
し
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
の
後
見
的
立
場
（
部
族
憲
法
作

成
時
の
「
ひ
な
形
」
の
存
在
な
ど
に
明
ら
か
で
あ
る
）
に
対
す
る
批

判
の
声
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
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第
三
節
　
連
邦
承
認
部
族
の
誕
生
　
―
「
部
族
政
府
」
と
「
部
族
憲

法
」
―
　

　
藤
田
氏
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
の
公
式
記
録
に
お
い
て
、
部
族
に
対

す
る
「
承
認
（recognition

）」
の
概
念
は
建
国
期
か
ら
存
在
し
た
。

た
だ
し
、
当
初
、
そ
の
語
は
部
族
の
存
在
を
「
知
る
」、
あ
る
い
は

「
認
識
す
る
」
と
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
一
八

世
紀
末
以
降
は
、
特
に
裁
判
記
録
等
に
お
い
て
、「
連
邦
政
府
が
公

式
に
部
族
主
権
を
有
す
る
『
国
内
の
従
属
国
』
と
し
て
先
住
民
の
存

在
を
認
め
る
」
と
い
う
法
学
的
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

際
の
部
族
承
認
の
条
件
と
は
、
主
に
合
衆
国
と
の
条
約
締
結
行
為
で

あ
る
。
一
八
七
七
年
に
条
約
締
結
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
に
合
衆

国
が
結
ん
だ
先
住
民
条
約
は
三
六
七
件
に
上
り
、
そ
の
締
結
相
手
で

あ
る
部
族
こ
そ
が
連
邦
承
認
部
族
と
さ
れ
た
の
で
あ
る）
1（
（

。
し
か
し
、

一
八
七
七
年
か
ら
一
九
四
三
年
の
間
の
同
化
政
策
期
、
部
族
と
連
邦

政
府
と
の
「
合
意
」
に
よ
っ
て
新
た
な
承
認
が
行
わ
れ
た
わ
ず
か
な

例
外
を
除
い
て
、
連
邦
先
住
民
政
策
の
中
で
新
た
な
部
族
承
認
は
行

わ
れ
て
い
な
い
。
再
組
織
法
は
、
再
び
そ
の
形
態
と
承
認
条
件
を
定

め
、
か
つ
部
族
の
地
位
を
内
務
省
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

二
〇
世
紀
型
の
部
族
承
認
制
度
を
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
再
組
織
法
は
内
務
長
官
の
指
揮
下
に
お
い
て
、
特
定
の
先
住
民
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
部
族
憲
法
と
部
族
議
会
を
設
立
す
る
権
利
を
有
す

る
こ
と
（
第
一
六
条
）、
ま
た
第
一
六
条
を
適
用
し
た
部
族
が
、
同

じ
く
内
務
長
官
の
指
揮
下
に
お
い
て
部
族
法
人
を
設
立
す
る
権
利
を

有
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
両
条
項
の
適
用
過
程
に
お

い
て
も
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
の
後
見
的
立
場
を
確
認
す
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。
し
か
し
同
様
に
重
要
な
こ
と
は
、
両
条
項
の
適
用
過
程
に

お
い
て
、
連
邦
政
府
は
当
該
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
連
邦
先
住
民
部
族

と
し
て
「
承
認
」
し
、
そ
の
成
員
に
対
し
て
連
邦
政
府
か
ら
の
各
種

サ
ー
ビ
ス
（
土
地
購
入
資
金
の
付
与
や
教
育
、医
療
費
の
援
助
な
ど
）

を
行
う
と
い
う
仕
組
み
を
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
コ
リ
ア
に
よ
る
間
接
統
治
体
制
を
実
現
す
る
上
で
、
必
要

不
可
欠
な
仕
組
み
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
再
組
織
法
体
制
で
は
、

連
邦
政
府
が
ど
の
よ
う
な
集
団
を
「
部
族
」
と
見
做
す
か
と
い
う
大

き
な
命
題
を
背
負
っ
て
い
た
た
め
、
部
族
規
定
を
明
確
化
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
再
組
織
法
第
一
六
条
は
、
部
族

を
再
組
織
す
る
条
件
0

0

を
提
示
し
た
。
第
一
六
条
に
提
示
さ
れ
た
部
族

憲
法
、
部
族
議
会
と
い
う
い
わ
ば
「
西
洋
式
」
政
治
体
制
は
、
先
住

民
の
「
伝
統
的
」
な
社
会
形
態
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、再
組
織
法
は
、

元
来
の
部
族
組
織
を
、
再
組
織
法
型
部
族
に
「
作
り
変
え
る
」
こ
と

を
条
件
に
、
先
住
民
を
連
邦
承
認
部
族
と
し
て
承
認
す
る
仕
組
み
を

構
築
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
う
し
た
承
認
制
度
は
、
一
方
で
、

元
来
「
国
内
の
従
属
国
」
と
し
て
の
法
的
地
位
を
持
つ
既
存
の
部
族

の
地
位
と
矛
盾
し
て
い
る
。
再
組
織
法
を
受
け
入
れ
、
ま
た
連
邦
の

承
認
を
得
た
先
住
民
は
、
主
権
国
家
と
し
て
の
地
位
を
連
邦
法
の
下
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で
「
妥
協
的
」
に
維
持
す
る
と
い
う
、
非
常
に
複
雑
な
状
況
に
置
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
は
、
部
族
の
法

的
地
位
に
対
す
る
司
法
と
行
政
の
解
釈
の
乖
離
を
も
も
た
ら
し
た
。

一
九
三
七
年
ま
で
に
再
組
織
法
第
一
六
条
の
条
件
を
満
た
し
て
部
族

憲
法
を
作
成
し
た
の
は
六
五
の
集
団
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
再
組
織
法

で
は
六
五
の
連
邦
承
認
部
族
が
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
再
組
織
法
型
部
族
の
設
立
と
連
邦
政
府
の
承
認
制
度
は
、

部
族
内
の
自
己
決
定
過
程
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
価
値
観
に
修
正
を

迫
り
、
部
族
内
分
裂
を
深
め
、
連
邦
政
府
か
ら
の
支
援
を
期
待
し
つ

つ
、
連
邦
政
府
へ
の
依
存
を
よ
り
常
態
化
す
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と

は
否
め
な
い
。
こ
う
し
た
矛
盾
は
、
例
え
ば
一
九
七
三
年
、
サ
ウ
ス

ダ
コ
タ
州
パ
イ
ン
リ
ッ
ジ
保
留
地
で
展
開
さ
れ
た
ウ
ン
デ
ッ
ド
ニ
ー

占
拠
事
件
で
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た）
11
（

。

　
再
組
織
法
に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
た
合
衆
国
に
よ
る
部
族
承
認
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
連
邦
管
理
終
結

（Term
ination

）
政
策
期
に
お
い
て
再
び
休
止
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
レ
ッ
ド
・
パ
ワ
ー
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
以
後
、
連
邦
政
府
か

ら
の
支
援
を
求
め
て
声
を
上
げ
た
先
住
民
活
動
家
ら
の
働
き
か
け
も

あ
り
、
一
九
七
〇
年
代
、
部
族
承
認
制
度
は
復
活
し
た
。
現
在
の
連

邦
承
認
部
族
数
は
五
六
五
に
上
る
。
再
組
織
法
制
定
当
時
、
合
衆
国

が
承
認
し
て
い
た
部
族
は
二
六
六
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
再
組
織
法
以

後
、
連
邦
承
認
部
族
が
持
つ
特
権
を
求
め
、
約
三
〇
〇
の
部
族
が
承

認
を
受
け
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
　

　
以
上
の
三
点
を
総
括
す
れ
ば
、
再
組
織
法
は
先
住
民
の
ア
メ
リ

カ
社
会
へ
の
同
化
と
同
時
並
行
的
に
進
め
ら
れ
た
脱
部
族
化
か
ら
、

先
住
民
の
自
己
決
定
権
を
尊
重
し
、
土
地
基
盤
の
回
復
と
部
族
単

位
で
の
自
治
と
自
活
を
目
指
す
部
族
化
へ
と
方
針
転
換
を
図
っ
た

一
九
三
〇
年
代
の
連
邦
先
住
民
政
策
の
試
金
石
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
は
連
邦
政
府
に
よ
る
承
認
制
度
を
再
構
築
し
、
多
く
の
連

邦
承
認
部
族
を
作
り
出
し
た
が
、
一
方
で
、
先
住
民
は
、
連
邦
先
住

民
部
族
と
し
て
の
特
権
と
引
き
換
え
に
、
そ
の
「
伝
統
的
」
政
治
、

社
会
形
態
の
変
容
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て
　
　
再
組
織
法
と
現
代
の
先
住
民
社
会

　
最
後
に
、
再
組
織
法
は
、
連
邦
承
認
部
族
が
持
つ
自
治
権
を
背
景

と
す
る
保
留
地
で
の
経
済
的
特
権
を
も
生
み
出
し
た
こ
と
に
言
及
し

て
お
こ
う
。
連
邦
承
認
制
度
は
、
先
住
民
の
自
治
権
を
行
使
し
た
際

の
経
済
的
特
権
（
州
政
府
か
ら
の
不
干
渉
、
保
留
地
に
お
け
る
州
税

免
除
等
）
と
結
び
つ
い
た
。
例
え
ば
、
保
留
地
に
お
け
る
先
住
民
カ

ジ
ノ
産
業
で
あ
る
。
元
来
、
合
衆
国
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
産
業
は
州
権

の
規
制
下
に
あ
り
な
が
ら
、
部
族
は
そ
の
自
治
権
を
行
使
で
き
る
保

留
地
内
で
カ
ジ
ノ
経
営
を
行
っ
て
き
た
。
一
九
七
〇
年
代
末
、
カ
リ
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イ
ン
デ
ィ
ア
ン
再
組
織
法
再
考
（
野
口
）

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
保
留
地
で
開
始
さ
れ
た
先
住
民
カ
ジ
ノ
産
業
は
、

現
在
で
は
全
国
各
地
の
先
住
民
保
留
地
を
取
り
込
む
、
一
大
産
業
へ

と
発
展
し
た
。
現
在
、
約
半
数
の
連
邦
承
認
部
族
が
カ
ジ
ノ
経
営
を

行
い
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ア
州
で
は
大
き
な
経
済
発
展
を
遂
げ
た
部
族
が

多
数
存
在
す
る）
11
（

。
保
留
地
に
お
け
る
自
治
権
を
背
景
と
し
た
経
済
発

展
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
連
邦
先
住
民
部
族
の
発
言

権
は
高
ま
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
連
邦
承
認
部
族
の
経
済
発
展
は
ま
た
、「
承
認
さ
れ
て
い

な
い
部
族
（
非
連
邦
承
認
部
族
）」
の
存
在
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

特
定
の
先
住
民
を
「
部
族
化
」
し
、
一
方
で
、
連
邦
先
住
民
部
族
の

成
員
の
み
を
先
住
民
と
み
な
す
連
邦
政
府
の
態
度
は
、『
忘
れ
さ
ら

れ
た
部
族（Forgotten Tribes

）』の
中
で
マ
ー
ク
・
ミ
ラ
ー（M

ark 
M

iller

）
か
ら
の
挑
戦
を
受
け
て
い
る）
11
（

。
現
在
、
非
連
邦
承
認
部
族

は
合
衆
国
内
で
三
〇
〇
あ
る
と
見
積
も
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
連

邦
政
府
に
よ
る
「
承
認
待
ち
」
を
し
て
い
る
部
族
は
少
な
く
と
も

二
〇
〇
に
の
ぼ
る
。
ミ
ラ
ー
は
、
連
邦
承
認
制
度
を
「
先
住
民
を
規

定
し
、
分
類
す
る
最
も
辛
辣
な
方
法
」
と
述
べ
、
連
邦
政
府
の
規
定

次
第
で
部
族
の
「
正
当
性
」
が
判
断
さ
れ
る
現
状
を
嘆
い
て
い
る
。

そ
れ
は
承
認
制
度
か
ら
漏
れ
た
非
承
認
部
族
や
、
い
わ
ゆ
る
「
都
市

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
に
対
す
る
視
線
を
ア
メ
リ
カ
社
会
の
み
な
ら
ず
、

先
住
民
の
間
で
も
忘
却
さ
せ
、
ゆ
が
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
の
先
住
民
運
動
は
連
邦
承
認
部
族
の
特
権
を
求
め
、
連
邦
先

住
民
部
族
の
復
権
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
終
焉
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
う
し
た
部
族
主
義
は
、
い
わ
ば
、
部
族
に
属
さ
な
い
先
住
民

の
復
権
、
も
し
く
は
、
部
族
と
国
外
の
先
住
民
の
連
帯
、
さ
ら
に
、

先
住
民
の
歴
史
的
経
験
を
、
部
族
的
境
界
を
越
え
て
、
人
口
移
動
、

植
民
地
主
義
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
大
き
な
文
脈
で

捉
え
る
学
問
的
試
み
の
一
つ
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
今
後
は
、冒
頭
に
述
べ
た
残
り
二
つ
の
課
題
と
と
も
に
、

部
族
主
義
と
現
代
の
先
住
民
復
権
運
動
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て

さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

〈
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
再
組
織
法
―
抜
粋
訳）
11
（

―
〉

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
と
資
源
を
保
存
し
、
開
発
す
る
こ
と
、
及
び

事
業
や
そ
の
他
の
組
織
体
を
形
成
す
る
権
利
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
も

与
え
る
こ
と
、
及
び
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
た
め
に
信
用
貸
制
度
を
設
置

す
る
こ
と
、
及
び
地
方
自
治
に
関
す
る
一
定
の
権
利
を
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
に
承
認
す
る
こ
と
、
又
は
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
の
法
律
。

第
一
章

連
邦
議
会
に
参
集
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
上
院
、
及
び
下
院
は
以
下

の
通
り
定
め
る
。
以
後
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
条
約
、
も
し
く
は
同

意
、
連
邦
議
会
の
条
例
、
行
政
命
令
、
購
入
、
も
し
く
は
そ
の
他
の

手
段
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
保
持
さ
れ
た
す
べ
て
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
保
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留
地
内
の
土
地
は
、
い
か
な
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
し
て
も
個
々
に

割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
章

い
か
な
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
に
お
け
る
現
行
の
信
託
期
間
、
及

び
土
地
の
譲
渡
に
関
す
る
い
か
な
る
規
制
も
、
連
邦
議
会
に
よ
り
他

の
規
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
本
法
律
に
よ
り
延
長
さ
れ
、
継
続
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
六
条
　

同
一
の
保
留
地
に
居
住
す
る
全
て
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
、
若
し
く

は
部
族
群
は
、
そ
の
共
同
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
機
関
を
組
織
す

る
権
利
を
有
し
、
部
族
の
成
人
成
員
も
し
く
は
当
該
保
留
地
に
居
住

す
る
成
人
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
よ
る
多
数
決
投
票
に
よ
る
承
認
に
よ
っ

て
有
効
と
さ
れ
る
憲
法
お
よ
び
付
則
を
制
定
し
得
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
、
内
務
長
官
が
規
定
し
た
規
則
及
び
行
規
則
に
基
づ
き
、

内
務
長
官
に
よ
っ
て
後
任
さ
れ
、
及
び
施
行
さ
れ
る
特
別
選
挙
が
行

わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
前
記
の
批
准
を
得
て
内
務
長
官
に
よ
り
承
認

さ
れ
た
当
該
憲
法
及
び
付
則
は
、
同
一
の
選
挙
人
に
よ
り
、
及
び
前

記
し
た
規
定
と
同
一
の
方
法
で
実
施
さ
れ
る
投
票
手
続
き
を
踏
む
こ

と
に
よ
り
廃
止
で
き
る
も
の
と
す
る
。
憲
法
及
び
付
則
の
改
正
は
、

当
初
の
憲
法
及
び
付
則
と
同
一
の
方
法
で
承
認
さ
れ
、
及
び
裁
可
さ

れ
得
る
も
の
と
す
る
。

現
行
の
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
全
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
も
し
く
は
部

族
議
会
に
付
与
さ
れ
た
全
て
の
権
限
に
加
え
て
、
当
該
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
憲
法
は
、
当
該
部
族
も
し
く
は
当
該
部
族

議
会
に
以
下
の
権
利
と
権
限
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。
内
務
長
官

の
承
認
を
条
件
と
す
る
法
律
顧
問
を
雇
用
す
る
こ
と
、
弁
護
士
の
選

任
及
び
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
、
部
族
の
同
意
を
得
ず
に
行
わ
れ

る
部
族
の
土
地
若
し
く
は
土
地
の
有
す
る
利
益
ま
た
は
そ
の
他
の
部

族
の
資
産
に
つ
い
て
、
売
却
、
処
分
、
賃
貸
、
若
し
く
は
負
債
を
防

止
す
る
こ
と
、
連
邦
政
府
、
州
政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
と
交
渉
す

る
こ
と
。
内
務
長
官
は
、
予
算
局
及
び
合
衆
国
議
会
へ
の
当
該
概
算

の
付
託
に
先
立
っ
て
、
当
該
部
族
も
し
く
は
当
該
部
族
議
会
に
、
部

族
の
利
益
を
目
的
と
す
る
す
べ
て
の
予
算
の
見
積
も
り
や
連
邦
事
業

に
つ
い
て
助
言
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
七
条
　

内
務
長
官
は
、
成
人
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
少
な
く
と
も
三
分
の
一
の
請

願
に
よ
っ
て
当
該
部
族
に
法
人
を
設
立
す
る
た
め
の
特
許
状
を
発
行

で
き
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
該
特
許
状
は
保
留
地
に
居
住
す
る

成
人
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
多
数
決
の
投
票
に
よ
る
特
別
の
選
挙
で
承
認

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
有
効
と
な
る
。
当
該
特
許
状
は
、
法
人
組
織
化
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さ
れ
た
部
族
に
あ
ら
ゆ
る
土
地
種
目
、
す
な
わ
ち
動
産
及
び
不
動
産

の
購
入
、
贈
与
に
よ
る
取
得
、
遺
贈
、
あ
る
い
は
、
所
有
、
維
持
、

管
理
、
経
営
、
及
び
処
分
を
す
る
権
限
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
か
か
る
権
限
に
は
、
特
定
の
土
地
を
購
入
し
、
そ
れ
と
引
き
換

え
に
、法
人
の
財
産
に
か
か
る
諸
利
益
を
交
付
す
る
権
限
を
も
含
む
。

さ
ら
に
当
該
特
許
状
は
、合
衆
国
法
に
抵
触
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
、

臨
時
的
に
法
人
事
業
を
運
営
す
る
権
利
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

但
し
、
保
留
地
の
境
界
内
に
含
ま
れ
る
い
か
な
る
土
地
も
一
〇
年
間

の
期
間
を
越
え
て
、
こ
れ
を
売
却
し
、
抵
当
権
を
設
定
し
、
又
は
賃

貸
す
る
権
限
は
認
め
ら
れ
な
い
。発
出
さ
れ
た
い
か
な
る
特
許
状
も
、

合
衆
国
議
会
が
制
定
し
た
法
律
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
、
無
効
と
さ

れ
、
ま
た
は
返
還
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
一
八
条

本
法
は
、
内
務
長
官
に
よ
り
正
式
に
命
じ
ら
れ
た
特
別
選
挙
に
お
い

て
、
成
人
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
多
数
が
、
そ
の
適
用
に
反
対
を
投
じ
た

い
か
な
る
保
留
地
に
も
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
本
法
の
通
過

後
及
び
承
認
後
一
年
以
内
に
、
三
〇
日
の
告
示
期
間
後
、
秘
密
投
票

に
よ
り
実
施
さ
れ
る
選
挙
を
施
行
す
る
こ
と
が
、
内
務
大
臣
に
義
務

と
し
て
課
さ
れ
る
。

第
一
九
条

本
法
で
は
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い
う
用
語
は
、
現
在
、
連
邦
の

管
轄
権
の
下
で
承
認
さ
れ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
の
成
員
で
あ
る
す

べ
て
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
血
統
者
、
一
九
三
四
年
六
月
一
日
現
在

で
、
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
保
留
地
の
現
行
の
境
界
内
に
居
住
し

て
い
た
当
該
成
員
の
子
孫
で
あ
る
全
て
の
人
、
及
び
二
分
の
一
、
も

し
く
は
そ
れ
以
上
の
す
べ
て
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
血
統
者
を
含
む
も

の
と
す
る
。
本
法
の
目
的
の
た
め
に
、
エ
ス
キ
モ
ー
及
び
、
ア
ラ
ス

カ
の
そ
の
他
の
先
住
民
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
見
做
さ
れ
る
。
本
法

に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
部
族
」
と
い
う
用
語
は
、
あ
ら
ゆ
る
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
部
族
、
組
織
化
さ
れ
た
バ
ン
ド
、
プ
エ
ブ
ロ
、
又
は
保
留

地
に
居
住
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。
本
法
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
成
人
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い

う
用
語
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
二
一
歳
に
達
し
た
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
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註（1
）
本
書
で
はN

ative Am
erican, Am

erican Indian

の
訳
語
と

し
て
「
ア
メ
リ
カ
先
住
民
」、tribe

の
訳
語
と
し
て
「
部
族
」
を
用

い
る
。

（
２
）F

rancis P
. P

rucha, T
he G

reat F
ather-T

he U
nited 

States G
overnm

ent and the A
m

erican Indians, Lincoln, 
U

niversity of N
ebraska Press, 1984, p.169.  

（
３
）  48

U
nited States Statute, 984.

（
４
）Theodore H

. H
ass, “The Indian R

eorganization A
ct in

H
istorical Perspective,” in W

illiam
s H

. K
elly (ed.), Indian 

A
ffairs and the Indian R

eorganization A
ct: The Tw

enty 
Year R

ecord,  Tucson, U
niversity of Arizona Press, 1954, 

p.24; Scudder M
ekeel, “A

n A
ppraisal of the Indian 

R
eorganization A

ct,” A
m

erican A
nthropologist, 46, 

no.2, 1944, pp. 209-217; 

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
に
は
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
局
内
に
応
用
人
類
学
部
門
が
設
立
さ
た
。
同
時
期
の
先
住
民

政
策
に
人
類
学
者
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
重
要
で
あ
る
。

Law
rence L. K

elly, “A
nthropology and A

nthropologists 
in the Indian N

ew
 D

eal,” Journal of H
istory of the 

B
ehavioral Science, 16, no.1, 1980; G

raham
 D

. Taylor, 
“A

nthropologists, R
eform

ers, and the Indian N
ew

 D
eal, 

1933-1945,” Prologue- The Journal of N
ational Archives-,  

7, 1975, pp.151-162; D
avid M

arden, “Anthropologist and 
Federal Indian Policy Prior to 1940,” Indian H

istorian,  
5, 1972, pp.19-26; Felix C

ohen, “A
nthropology and the 

Problem
 of Indian A

dm
inistration,” Southw

est Social 
Science Q

uarterly,  18, 1937, pp.171-180.

（
５
）K

enneth R.Philp, John Collier’s Crusade for Indian Reform
, 

1920-1954, Tucson, U
niversity of Arizona Press, 1977; 

　

鵜
月
裕
典
「
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
自
意
識
の
多
様
性
」、
油

井
大
三
郎
他
編
『
ア
メ
リ
カ
の
多
民
族
体
制
―
「
民
族
」
の
創
出
―
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
二
四
一
―
二
六
五
頁
。

（
６
）G

raham
 D

. Taylor, The N
ew

 D
eal and Am

erican Indian 
Tribalism

: The A
dm

inistration of Indian R
eorganization 

A
ct, 1934-45, Lincoln, U

niversity of N
ebraska Press, 

1980, p.150. 

（
７
）Law

rence C. K
elly, Assault on Assim

ilation: John Collier 
and the O

rigins of Indian Policy R
eform

, A
lbuquerque, 

U
niversity of N

ew
 M

exico Press, 1983. 

（
８
）Elm

er Rusco, A Fateful Tim
e: The Background of Legislative 

H
istory of Indian R

eorganization A
ct,  R

eno, U
niversity 

of N
evada Press, 2000; V

ine D
eloria Jr. and C

lifford 
M

. Lytle, T
he N

ations W
ithin: T

he Past and Future 
of A

m
erican Indian Sovereignty,  N

ew
 Y

ork Pantheon 
Books, 1984.  

（
９
）Vine D

eloria, M
inutes of Indian C

ongresses,  N
orm

an, 
U

niversity of O
klahom

a Press, 2004.

（
10
）
部
族
史
と
し
て
はW

illiam
 J. B

auer Jr., W
e W

ere A
ll 

L
ike M

igrant W
orkers H

ere: W
ork, C

om
m

unity, and 
M

em
ory on C

alifornia’s R
ound Valley R

eservation, 1850-
1941, C

hapel H
ill, The U

niversity of N
orth C

arolina 
Press, 2009; Thom

as B
iolsi, O

rganizing Lakota: T
he 

Political E
conom

y of the N
ew

 D
eal on the Pine R

idge and 
R

osebud R
eservations, Tucson, U

niversity of A
rizona 
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Press, 2002; Steven J. C
rum

, T
he R

oad on W
hich W

e 
C

am
e: A

 H
istory of the W

estern Shoshone, Salt Lake 
C

ity, U
niversity of U

tah Press, 1994 (

斎
藤
省
三
訳
『
ア
メ

リ
カ
先
住
民
：
ウ
エ
ス
タ
ン
・
シ
ョ
シ
ョ
ニ
の
歴
史
』《
明
石
書
店
、

二
〇
〇
一
年
》）;  Bryon N

elson Jr., O
ur H

om
e Forever: The 

H
upa Indians of N

orthern C
alifornia,  Salt Lake C

ity, 
H

ow
e Brothers, 1988.  

（
11
）
ジ
ョ
ン
・
コ
リ
ア
に
関
す
る
研
究
はPhilp

とK
elly

ら
に
よ
る

卓
越
し
た
二
著
を
含
め
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
前
半
に
か

け
て
集
中
的
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
成
果
に
、

コ
リ
ア
の
自
伝
、Am

erican Indian Life, 

連
邦
議
会
で
の
コ
リ
ア

の
証
言
を
一
次
史
料
と
し
て
用
い
る
。

（
12
）
ウ
ォ
ー
ド
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｇ
・
サ
ム
ナ
ー
（W

illiam
 G

. 
Sum

ner

）
ら
の
社
会
進
化
論
に
対
し
て
、
人
間
は
自
然
の
摂
理
に

支
配
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
的
な
「
自
然
の
主
人
」
と
な
っ
て

社
会
的
弱
者
を
積
極
的
に
救
済
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。
桐
生
望

「
社
会
進
化
論
の
持
つ
歴
史
的
意
義
―
社
会
学
者W

. 
サ
ム
ナ
ー
と

L
. 

ウ
ォ
ー
ド
を
中
心
に
」『
関
東
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
〇
号
、

一
九
八
七
年
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
『
ア
メ
リ
カ
の
社

会
進
化
論
思
想
』（
研
究
社
、
一
九
七
三
年
）。

（
13
）John Collier, From

 E
very Zenith: A M

em
oir and som

e 
E

ssays on Life and Thought,  D
enver, Sage B

ooks, 1963, 
pp. 71-99.  

（
14
）
貧
困
地
区
に
て
教
育
文
化
活
動
を
行
う
教
会
活
動
。

（
15
）
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス
で
は
、
主
に
高
等
教
育
を
受
け
た
人
々
が

都
市
の
ス
ラ
ム
に
居
住
し
、
地
区
の
生
活
改
善
に
努
め
た
。
そ
の
数

は
、
一
八
八
三
年
の
大
不
況
後
に
大
幅
に
増
加
し
、
一
九
八
六
年
に

は
七
四
、一
九
〇
五
年
に
は
二
〇
〇
に
達
し
た
。
そ
こ
は
改
革
運
動
家

ら
の
養
成
所
、
情
報
交
換
所
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
た
。

（
16
）K
elley, A

ssault on Assim
ilation,  p. 43. 

（
17
）John Collier, O

n the G
leam

ing W
ay,  Chicago, Sage Books, 

1962. 

（
18
）
全
米
婦
人
ク
ラ
ブ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
支
部
の
責
任
者
で
あ
っ
た

ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
特
に
先
住
民
問
題
に
取
り
組
む
た
め
、
一
九
二
二

年
、
同
ク
ラ
ブ
内
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
委
員
会
を
設
立
し
た
。Stella 

A
tw

ood, “The C
ase for the Indians,” Survey, 9, O

ctober, 
1922, pp.7-11; Prucha, G

reat Father,  pp.708, 936. 

（
19
）
ハ
ク
ス
レ
ー
は
「
間
接
支
配
」
が
英
国
統
治
下
の
一
八
世
紀
初

頭
に
誕
生
し
、
オ
ラ
ン
ダ
統
治
の
ジ
ャ
バ
に
お
い
て
も
同
様
の
支
配

形
体
が
採
用
さ
れ
て
き
た
と
す
る
。John C

ollier, “Africa View
 

and Indian,” A
m

erican Indian Life,  18, July, 1931, pp. 
31-32. 

（
20
）Ibid . 

（
21
）Ibid .

（
22
）H

elen H
. Jackson, A C

entury of D
ishonor: The C

lassic 
E

xpose of the P
light of the N

ative A
m

ericans, 1881, 
reprint, N

ew
 York, D

over  Publications, Inc, 2003. 

（
23
）H

ouse D
ocum

ent,  no. 149, 68th C
ongress, 1st session, 

Serial 8273, 1924; John C
ollier, “The R

ed Slaves of 
O

klahom
a,” Sunset,  52, 1924, pp. 90-100.  

（
24
）
調
査
を
担
当
し
た
の
は
メ
リ
ア
ム
を
は
じ
め
と
し
て
、
経
済
、
医

学
、
農
業
、
法
律
の
分
野
の
専
門
科
家
一
〇
名
で
あ
る
。
調
査
員
の

中
に
は
唯
一
の
先
住
民
と
し
て
ヘ
ン
リ
ー
・
ロ
ー
・
ク
ラ
ウ
ド
（H

enry 
Roe C

loud
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。D

onald Critchlow
, “Lew

is 
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M
eriam

, E
xpertise and Indian R

eform
,” The H

istorian, 
43, no.4 , 1981, pp.328-329.

（
25
）Lew

is M
eriam

, The Problem
 of the Indian Adm

inistration,  
B

altim
ore, John H

opkins Press, 1928.  

（
26
）Critchlow

, “Lew
is M

eriam
, Expertise, and Indian Reform

.”  

（
27
）U

.S. C
ongressional record,  69, 1927, p.786. 

（
28
）“Survey of Conditions of the Indians in the U

nited States,” 
H

earings before the C
om

m
ittee on Indian Affairs, U

nited 
States Senate, 70

th C
ongress, 1

st session, Pursuant to S. 
R

es. 79, 1928 to 78
thCongress, 1928-1943.

（
29
）Law

rence C
.K

elly, “C
hoosing the N

ew
 D

eal Indian 
C

om
m

issioner: Ickes vs. C
ollier,” N

ew
 M

exico H
istorical 

R
eview

,  44, 1974, pp.268-288. 

（
30
）H

earings  on S.2103, 76
th Cong., 3

rd sess., 1940, p.24.

（
31
）
同
法
案
に
関
し
て
はRusco, Fateful Tim

e,  pp.127-136.

（
32
）H

earings on S.2103, 24.

（
33
）U

.S. C
ongress, H

ouse, Subcom
m

ittee on Indian 
A

ffairs, “R
eadjustm

ent of Indian A
ffairs,” H

earings  on 
H

.R
. 7902, 73

rd C
ong., 2

nd sess., 1934; U
.S C

ongress, 
Senate, Subcom

m
ittee on Indian A

ffairs, “To G
rant 

Indians Living under Federal Tutelage the Freedom
 

to O
rganize for Purpose of Local Self-G

overnm
ent and 

E
urope E

nterprise,” H
earings  on S. 2755, 73

rd C
ong, 2

nd 

sess.,1934.  

（
34
）
コ
リ
ア
率
い
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
諸
法
が

続
々
と
成
立
し
た
第
七
三
議
会
中
に
再
組
織
法
案
の
提
出
に
踏
み

切
っ
た
。H

earings on S. 2103, pp. 24-29. 

（
35
）H

earings  on H
.R

. 7902, p. 62.

（
36
）
野
口
久
美
子
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
再
組
織
法
法
案
審
議
に
見
る
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
：
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
議
会

議
事
録
の
検
討
を
手
が
か
り
に
」『
史
苑
』
第
六
五
、二
〇
〇
五
年
、

一
一
九
― 

一
四
四
頁
。

（
37
）H

earings on H
R.7902, pp.195-199.

（
38
）Prucha, G
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A Re-examination of the Indian Reorganization Act – Its Influ-
ence on Native American Tribalism after 1934.

NOGUCHI, Kumiko

　　As part of the author’s long-term research project on Native Amer-
ican Tribalism and its impact on Pan-Indian movements, as well as 
world-wide Indigenous movements since the 1980’s, this paper takes 
a historical perspective on the combined effects of legislative, political, 
and philosophical backgrounds that contributed to reshaping Native 
American Tribalism (NAT) under the Indian Reorganization Act (IRA) 
of 1934.  

　　NAT, in its current interpretation, is a federal-Indian relationship 
upon which groups, recognized by both Native American and govern-
ment entities, seek access to political, cultural, and social empower-
ment. NAT is based on inherent tribal sovereignty which is entrusted 
under federal law and guaranteed through a system of tribal recogni-
tion.

　　This paper primarily focuses on the legislative process of the IRA to 
analyse its influence on the NAT following its enactment, as well as on 
contemporary Native American society as a whole. 

　　This article consists of the following chapters. Chapter One unfolds 
the contents of the IRA which is the package act dealing with issues 
such as tribal councils, constitutions, education, economic development, 
and membership. Chapter Two analyses the historical background of 
the enactment of the IRA to focus on the policy of its principal author, 
John Collier, and the process of his drafting of the 16th provision of the 
IRA, which is the cornerstone of his reform policy. Chapter Three po-
sitions the IRA in federal/Indian relations following the New Deal Era 
which can be defined as the turning point for NAT for subsequent years. 

　　Finally, this examination discloses the rules as well as the short-
comings of the IRA relative to the NAT and contemporary tribal sover-
eignty in the 21st Century.


